
索
乃
夫
局
、
。
ル

第
四
十
三
巻

第
二
競

昭
和
五
十
九
年
九
月
護
行

プ
ビ
ラ
イ
政
権
の
成
立
と
ブ
ピ
ラ
イ
麿
下
の
漢
軍

池

内

功

じ

一

は

め

に

二
モ
ン
ケ
汗
の
南
宋
親
征
と
諸
モ

γ
ゴ
ル
箪

三
部
州
に
お
け
る
フ
ピ
ラ
イ
麿
下
軍

四
フ
ピ
ラ
イ
直
属
軍
の
形
成

4
H

フ
ピ
ラ
イ
即
位
を
め
ぐ
る
問
題

口
直
属
軍
の
形
成

五
大
汗
位
縫
承
戦
争
に
お
け
る
漢
軍
の
役
割

六

お

わ

り

に

-1-

4vl
t

「

-

~

「

i

h

l
 

イ

F 、、

('， 

L 

e 

t土

じ

め
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チ
ン
ギ
ス
汗
か
ら
モ
ン
ケ
汗
ま
で
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
を
本

地
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
朝
と
は
園
家
の
健
制
を
異
に
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
元
朝
は
一
方
に
お
い
て
チ
ン
ギ
ス
汗
以
来
の
大
モ
ン
ゴ
ル
園
の
支

フ
ピ
ラ
イ
汗
の
創
設
し
た
元
朝
は
、
漢
地
を
園
家
根
本
の
地
と
す
る
園
家
で
あ
り
、
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配
の
枠
組
み
を
縫
承
し
つ
つ
も
一
方
に
お
い
て
は
中
園
的
王
朝
の
外
貌
を
も
ち
、
人
的
資
源
・
物
的
資
源
さ
ら
に
は
軍
事
力
を
漢
地
に
大
き
く

依
存
し
た
園
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

(
1〉

ら
判
断
す
る
と
、
も
し
彼
が
卒
和
裡
に
チ
ン
ギ
ス
汗
以
来
の
大
モ
ン
ゴ
ル
園
を
纏
承
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
彼
は
遊
牧
ス
テ
y

プ
地

幣
を
本
地
と
し
農
耕
地
幣
か
ら
供
給
を
あ
お
ぐ
園
家
睡
制
を
維
持
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

フ
ピ
ラ
イ
が
最
初
ウ
ィ
グ
リ
ア
を
中
心
と
す
る
大
モ
ン
ゴ
ル
圏
構
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か

フ
ピ
ラ
イ
が
現
貫
に
つ
く
り
あ
げ
た

も
の
は
漢
地
に
重
心
を
お
く
元
朝
で
あ
っ
た
。

フ
ピ
ラ
イ
が
政
権
守つ
く
り
に
あ
た
り
路
線
饗
更
を
行
っ
た
背
景
と
し
て
は
、

ま
ず
彼
が
園
初
の
敷
年
間
、

モ
ン
ゴ
リ
ア
に
本
擦
を
お
き
遊
牧

諸
勢
力
の
支
持
を
う
け
た
末
弟
ア
リ
ク
へ
フ
カ
と
の
聞
に
大
汗
位
縫
承
戦
争
を
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
遊
牧
世
界
に

陣
取
る
ア
リ
ク
H

プ
カ
の
睦
制
を
脱
み
つ
つ
フ
ピ
ラ
イ
が
利
用
可
能
な
勢
力
を
自
己
の
権
力
下
に
再
編
成
し
な
が
ら
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
園

家
ー
ー
そ
れ
が
元
朝
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
、

フ
ピ
ラ
イ
は
ア
リ
ク
H

ブ
カ
を
打
倒
し
元
朝
百
年
の
支
配
の
礎
を
築
く
こ
と
に

- 2ー

成
功
し
た
。

フ
ピ
ラ
イ
が
ア
リ
ク
H

プ
カ
に
勝
利
し
た
原
因
と
し
て
、
彼
が

E
大
な
物
的
・
人
的
資
源
を
も
っ
漢
地
を
お
さ
え
て
い
た
こ

と
、
南
征
に
従
軍
し
て
い
た
強
力
な
蒙
古
箪
お
よ
び
漢
寧
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

つ
ま
り
従
来
の
研
究
で

は
、
軍
事
的
に
は
フ
ピ
ラ
イ
が
モ
ン
ケ
汗
の
南
宋
遠
征
に
左
翼
の
主
将
と
し
て
従
軍
し
た
際
、
麿
下
に
つ
け
ら
れ
た
強
力
な
蒙
古
草
と
漢
寧
を

掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
勝
利
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
は
、

フ
ビ
ラ
イ
が
政
権
獲
得
に
あ
た

り
具
鐙
的
に
い
か
な
る
勢
力
に
依
存
し
た
の
か
、

い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
て
こ
な
い
。

こ
れ
に
射
し
て
杉
山
正
明
氏
は
、

チ
ン
ギ
ス
汗
が
園
を
つ
く
り
の
際
、

ジ
ュ
チ
H

カ
サ
ル
・
カ
チ
ウ
ン
・
テ
ム
ゲ
日
オ
ッ
チ
ギ
ン
の
三
弟
を
大

モ
ン
ゴ
ル
園
の
東
部
に
分
封
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
東
方
三
王
家
を
代
表
し
て
き
た
末
弟
オ
ッ
チ
ギ
ン
家
の
嘗
主
タ
ガ
チ
ャ
ル
が
政
権
獲
得
の

際
の
フ
ビ
ラ
イ
の
後
橋
で
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
東
方
三
王
家
軍
と
チ
ン
ギ
ス
汗
の
左
翼
軍
国
と
り
わ
け
ジ
ャ
ラ
イ
ル
・
オ
ン
ギ
ラ

k

、

ハ
2
)

ト
・
イ
キ
レ
ス
・
ウ
ル
ウ
ト
・
マ
ン
グ
ト
の
五
投
下
軍
が
フ
ピ
ラ
イ
側
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
フ
ピ
ラ
イ
勝
利
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
た
。



一方、

フ
ピ
ラ
イ
が
直
属
の
軍
事

フ
ピ
ラ
イ
の
軍
事
力
と
し
て
の
漢
軍
に
つ
い
て
は
、
井
戸
一
公
氏
が
元
朝
侍
衛
親
寧
の
分
析
を
通
し
て
、

力
増
強
の
接
~り
所
いを
漢
人
軍
圏
に
求
め
た
こ
と

0

4

初
期
待
衛
親
寧
(
武
衛
軍
)
‘
は
南
宋
攻
撃
に
従
軍
し
宝
河
南
に
屯
駐
し
河
南
経
略
使
史
天
津

に
隷
属
し
た
一漢
人
軍
国
の
う
ち
、
史
天
津
が
憲
宗
に
従
っ
て
合
州
釣
魚
山
を
攻
め
る
に
あ
た
っ
て
率
い
た
精
鋭
部
隊
が
、
，
中
央
の
軍
と
し
て
編

(
3〉

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

、
南
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
フ
ビ
ラ
イ
の
軍
事
力
の
内
容
・
依
存
勢
力
が
非
常
に
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
-
そ
こ
で
本
論
で
は
雨
氏
の
研

究
に
依
援
し
つ
つ
、
雨
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
大
汗
位
纏
承
戦
争
に
お
け
る
フ
ピ
ラ
イ
麿
下
の
漢
軍
の
役
割
を
解
明
L
て
ゆ
き
た
い
。
と

り
わ
け
、
フ
ピ
ラ
イ
の
直
属
軍
と
し
て
の
史
天
津
塵
下
の
精
鋭
部
隊
が
フ
ピ
ラ
イ
の
カ
ラ
コ
ル
ム
親
征
に
障
行
し
侍
衛
軍
と
し
て
フ
ピ
ラ
イ
を

守
護
し
て
い
た
事
責
の
解
明
が
眼
目
と
な
る
。
こ
の
研
究
を
通
し
て
フ
ピ
ラ
イ
が
嘗
初
漢
地
・
漢
人
に
大
き
く
依
存
し
た
園
家

l
元
朝
を
つ
く

り
あ
げ
て
ゆ
か
.さ
る
を
え
な
か
っ
た
事
情
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

モ
ン
ケ
汗
の
南
宋
親
征
と
諸
モ
ン
ゴ
ル
寧

- 3ー

大
軍
を
率
い
て
南
宋
征
服
に
乗
り
出
し
て
い
た
フ
ビ
ラ
イ
の
兄
モ
ン
ケ
汗
は
、

一
二
五
九
年
八
月
、
四
川
の
合
州
釣
魚
山
案
攻
圏
の
陣
中
で

、t
B
J

急
死
し
た
。
こ
の
時
、
一
東
ア
ジ
ア
一地
域
に
お
い
て
以
下
の
五
つ
の
主
要
な
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
任
務
に
つ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
モ
ン
ケ
汗
麿

r
B
B
‘、

、l
l
J

、4
4
J

下
の
モ
ン
ゴ
ル
中
軍
、
に
ァ
リ
ク
H
プ
カ
塵
下
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
留
守
部
隊
、
三
フ
ピ
ラ
イ
塵
下
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
、
四
タ
ガ
チ
ャ
ル
麿
下
の
モ
ン
ゴ

r
L

「、

1
J
 

ル
軍
、
五
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
将
軍
麿
下
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
五
つ
で
あ
る
。
円
以
下
、
漢
軍
等
も
含
め
た
庚
義
に
は
「
モ
ン
ゴ
ル
軍
」
、
モ
ン
ゴ
ル
人
が
構

成
す
る
軍
と
い
う
狭
義
に
は
「
蒙
古
軍
」
を
使
う
。
な
お
、
色
目
人
は
便
宜
上
「
蒙
古
軍
」
に
含
め
る
。
ま
た
「
漢
軍
」
・
「
漢
人
」
と
い
う
用
語
は
、
契
丹
人
・

西
夏
人
・
女
輿
人
・
高
麗
人
、

狭
義
の
漢
人
を
含
む
庚
義
に
使
用
す
る
。
〉

一

モ

一ン
ケ
汗
塵
下
の
モ
ン
ゴ
ル
中
軍
。
こ
の
軍
は
モ
ン
ケ
汗
の
怯
醇
と
蒙
古
軍
と
漢
軍
で
構
成
さ
れ
四
川
か
ら
南
宋
に
侵
入
し
南
下
す
る

議
定
一で
あ
っ
た
。
ラ
シ
l
ド
日
ウ
ヱ
ア
ィ
l
ン
何
回
印
Y
E
巳
'
U
E
の
『
集
史
』
討
BFa
丘
'
吋
同
4
削
円

Hrr
に
よ
る
と
、
と
の
モ
ン
ゴ
ル
中
軍
の
組

241 
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(
4〉

(
5〉

計
は
六

O
首
円
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
『
元
史
』
は
モ
ン
ケ
麿
下
の
軍
は
四
首
円
で
あ
っ
た
が
、
十
高
と
続
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
『
元
史
』
の
方
が

貫
数
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

モ
ン
ケ
汗
の
怯
醇
と
は
、
宿
衡

・
供
奉
の
士
の
こ
と
で
あ
る
。
大
汗
の
怯
醇
は
チ
ン
ギ
ス
汗
の
定
制
以
来
、
千
戸
長
・
百
戸
長

・
十
戸
長
そ

の
他
の
モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
の
子
弟
を
中
心
に
一
高
人
で
構
成
さ
れ
、
四
陵
に
分
れ
て
順
番
に
三
重
夜
の
勤
務
に
つ
い
た
。
任
務
は
霊
夜
の
汗
の

身
漫
警
護
の
ほ
か
、
飲
食
・
諸
服
御
な
ど
の
汗
の
日
常
の
用
、
さ
ら
に
は
汗
の
家
産
の
管
理
の
仕
事
に
分
捨
し
て
あ
た
っ
た
。
こ
の
ほ
か
聖
旨

円
ピ
チ
タ

Z

(

6

)

を
書
骨
局
す
る
職
掌
に
あ
た
る
者
、
文
史
を
つ
か
さ
ど
る
任
務
に
あ
た
る
書
記
官
も
い
た
。
汗
の
最
も
信
頼
す
る
近
臣
で
あ
る
怯
醇
か
ら
は
園
政

に
参
興
す
る
者
も
出
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
怯
酵
の
特
徴
は
常
に
汗
と
と
も
に
あ
る
近
臣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
汗
が
出

(
7〉

征
す
る
時
に
は
怯
醇
は
近
衛
兵
と
し
て
随
行
し
、
汗
の
身
を
守
っ
た
の
で
あ
る
。
嘗
然
、
モ
ン
ケ
汗
の
南
宋
親
征
の
際
に
も
、
モ
ン
ケ
汗
の
怯

〈

8
)

門
ピ
チ
ク

Z

醇
が
随
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
元
史
』
巻
一
四
六
、
耶
律
楚
材
惇
に
よ
る
と
、
チ
ン
ギ
ス
汗

・
オ
ゴ
タ
イ
汗
の
書
記
官
で
あ
っ

モ
ン
ケ
汗
麿
下
の
蒙
古
軍
は
大
汗
の
中
軍
に
ふ
さ
わ
し
く
、

と
あ
る
。

(
9〉

モ
ン
ゴ
ル
園
制
上
の
左
右
雨
翼
制
に
よ
っ
て
東
方
興
安
嶺
方
面
に
展
開
し
て
い

- 4ー

た
耶
律
楚
材
の
長
男
耶
律
鋳
は
侍
衡
の
精
鋭
を
領
し
て
モ
ン
ケ
の
親
征
に
従
っ
た
、

た
チ
ン
ギ
ス
汗
の
左
翼
軍
、
西
方
ア
ル
タ
イ
山
方
面
に
展
開
し
て
い
た
右
翼
軍
の
堕
方
か
ら
有
力
部
絡
を
結
集
し
強
力
な
も
の
と
な
っ
て
い

(

叩

)

た
。
ま
ず
、
モ
ン
ケ
軍
中
の
諸
王
と
高
官
に
つ
い
て
は
ラ
シ
l
ド
『
集
史
』
に
説
明
が
あ
り
、
す
で
に
杉
山
正
明
氏
が
詳
し
く
紹
介
し
て
い

(

口

)
る
。
ま
た
同
氏
は
チ
ン
ギ
ス
汗
の
左
翼
軍
圏
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
左
翼
五
大
部
族
集
圏
ジ
ャ
ラ
イ
ル
・
オ
ン
ギ
ラ
ト
・
イ
キ
レ
ス
・
ウ
ル

(ロ〉

ウ
ト
・
マ
ン
グ
ト
の
五
投
下
軍
が
モ
ン
ケ
麿
下
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、

モ
ン
ケ
汗
の
帳
般
に
は
、
か
っ

(
日
)

て
右
に
名
前
の
翠
が
っ
て
い
る
五
部
族
軍
を
率
い
た
こ
と
の
あ
る
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
の
長
老
特
例
岱
叶

macs-
が
庖
従
し
て
い
た
。
お
そ
ら

(
凶
〉

く
、
こ
の
た
び
も
彼
が
五
部
族
軍
を
総
轄
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ほ
か
に
左
翼
第
一
六
千
戸
で
あ
っ
た
(
ラ
シ
ー
ド
に
よ
る
)

チ
ン
ギ
ス
汗
の
庶
弟
ベ
ル
グ
タ
イ
の
長
子
宰
禿
忽

pgzsc、
左
翼
第
二
一
千
戸
で
あ
っ
た
〈
同
前
)
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
の
タ
イ
ス
ゾ
郡
王
家

の
塔
塔
見
台
叶
え
R
S
F
が
い
た
。
タ
イ
ス
ン
郡
王
は
左
翼
軍
園
長
寓
戸
ム
カ
リ
園
王
の
弟
で
あ
る
。
ま
た
、
右
翼
第
二
二
千
戸
ハ
同
前
)
に
し



て
オ
ン
グ
ト
部
族
長
で
あ
っ
た
ア
ラ
ク
シ
H

デ
ィ
ギ
ト
H

ク
リ
酎
馬
家
の
嘗
主
高
唐
王
君
不
花

C
Cロ
回
記
官
、
右
翼
第
=
ニ
千
戸
ハ
同
前
〉
バ

バ

ヤ

ゾ

l
リ
ン
氏
の
阿
刺
〉

E
も
参
加
し
て
い
た
。
阿
刺
は
フ
ビ
ラ
イ
朝
の
南
宋
征
服
箪
の
総
司
令
官
伯
顔
の
祖
父
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
チ
ン
ギ
スグ

汗
の
第
二

O
位
の
功
臣
千
戸
ハ
『
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
』
に
よ
る
〉
ケ
レ
イ
ト
部
族
の
担
古
伯

zaσ
品
、
第
五
六
位
の
功
臣
千
戸
(
同
前
〉
に
し
て
答

ル

カ

ン

(

時

)

刺
宰
の
稿
競
を
も
っ
オ
ロ
ナ
ウ
ル
氏
の
キ
シ
リ
ク
家
か
ら
嚢
加
台

z
g
m
m
f三
回
目
が
モ
ン
ケ
麿
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
上
列

事
し
た
所
に
よ
っ
て
も
、
モ
ン
ケ
塵
下
の
蒙
古
軍
が
モ
ン
ゴ
ル
大
汗
の
中
寧
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
堂
々
の
陣
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
ほ
か
モ
ン
ケ
朝
の
初
年
よ
り
四
川
方
面
の
蒙
古
寧
・
漢
箪
を
統
率
し
て
い
た
都
元
帥
幣
答
見
J
太
答
見
斗
主
問
、
紐
説
明

Z
5
5
父

a

(
は
山
〉

子
も
嘗
然
モ
ン
ケ
麿
下
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
チ
ン
ギ
ス
汗
の
尉
馬
ウ
ィ
グ
ル
王
パ
ル
チ
ュ
ク
H

ア
ル
ト
H

テ
ギ
ン
家
か
ら
は
嘗
主
ウ
ィ
グ
ル
王

(

げ

)

馬
木
刺
的
斤
宮
曲
目

z
g
叶
向
性
ロ

が
探
馬
軍
一
蔦
を
率
い
て
モ
ン
ケ
箪
に
加
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
蒙
古
人
で
は
な
い
が
、
天
下
質
子
兵

イ
エ
ケ
h
〆

ル

ガ

チ

ハ

ジ

ヤ

ル

グ

チ

》

馬
都
元
帥
阿
里
宰
〉

-
5
8、
中
都
路
也
可
達
魯
花
赤
耶
律
買
寄
も
モ
ン
ケ
軍
に
参
加
し
て
お
り
、
ま
た
、
燕
京
断
事
官
、
燕
京
路
線
管
で
あ

(
国
)

っ
た
饗
典
赤
謄
思
丁

ω是
正

p
t丘
一
昨
日

5
仏
日
も
そ
ン
ケ
の
下
で
韻
舗
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
。

モ
ン
ケ
塵
下
の
漢
箪
に
は
主
と
し
て
甘
粛
・
陳
西
・
山
西
・
河
東
方
面
の
漢
人
世
侯
寧
が
結
集
し
て
い
た
。
四
川
と
の
地
理
的
関
係
の
た
め

- 5 -

で
あ
ろ
う
。
中
で
も
都
絶
管
寓
戸
と
し
て
成
都
に
あ
り
、
西
京
・
河
東
・
険
西
の
諸
軍
高
戸
を
統
轄
し
て
い
た
劉
黒
馬
、
輩
昌
地
方
に
騒
然
た

る
勢
力
を
も
っ
輩
昌
祭
二
回
路
便
宜
都
穂
帥
注
徳
臣
、
成
都
府
の
太
停
・
組
領
也
可
那
延
百
家
奴
が
有
名
で
あ
る
。
百
家
奴
は
オ
ゴ
タ
イ
汗
が

漢
地
の
兵
を
分
統
せ
し
め
る
た
め
に
創
設
し
た
漢
軍
三
蔦
戸
札
刺
見
・
劉
黒
馬

・
史
天
津
を
統
轄
し
て
い
た
耶
律
禿
花
の
孫
で
、
ま
た
耶
律
禿

(ω〉

花
を
嗣
い
で
劉
黒
馬
ら
七
高
戸
を
統
轄
し
て
い
た
朱
寄
の
姪
で
あ
る
。
ま
た
河
東
道
行
軍
首
門
戸
李
載
の
そ
ン
ケ
軍
参
加
も
確
認
で
き
る
。

以
上
の
甘
粛
・
陳
西
・
山
西
・
河
東
方
面
の
漢
人
世
侯
軍
の
ほ
か
に
、
モ
ン
ケ
麿
下
に
は
諸
道
の
漢
人
世
侯
軍
か
ら
よ
り
す
ぐ
っ
た
醸
勇
の

土
に
よ
っ

τ編
成
さ
れ
た
一
軍
が
あ
り
、
河
南
鰹
略
使

・
高
戸
史
天
津
の
指
揮
下
に
宿
衛
の
用
に
あ
た
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
『
元
史
』
巻

一
五
四
、
李
準
停
に
、

243 

戊
午
(
一
二
五
八
〉
、
憲
宗
西
征
す
。
丞
相
史
天
津
、
時
に
河
南
経
略
大
使
た
り
。
諸
遁
の
兵
の
醸
勇
の
者
を
選
び
て
従
う
。
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と
あ
り
、

ま
た
『
園
朝
名
臣
事
略
』
巻
七
、
丞
相
史
忠
武
王
の
僚
が
引
用
す
る
史
氏
家
俸
に
、

憲
宗
合
州
に
駐
す
る
や
、

一
夕
、
輩
昌
の
涯
帥
及
び
東
諸
侯
に
詔
し
て
、
軍
ご
と
に
お
の
お
の
鋭
士
若
干
を
摘
り
て
以
て
宿
衛
に
備
せ
し

と
あ
る
遁
り
で
あ
る
。

む
。
公
(
史
天
津
〉
に
命
じ
て
こ
れ
を
総
べ
し
む
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
精
鋭
部
隊
は
モ
ン
ケ
と
そ
の
怯
醇
を
中
に
と
り
か
こ
む
よ
う
な
形
で
宿
衡
の
役
に
あ
た
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

さ
て
前
述
し
た
通
り
、
蔦
戸
劉
黒
馬

・
高
戸
史
天
津
は
、

オ
ゴ
タ
イ
汗
が
漢
地
の
兵
を
分
統
せ
し
め
る
た
め
に
創
設
し
た
漢
軍
三
高
戸
の
う

ち
の
二
高
戸
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

モ
ン
ケ
麿
下
の
漢
軍
も
、

モ
ン
ゴ
ル
大
汗
の
中
軍
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
陣
容
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
モ
ン
ケ
麿
下
の
モ
ン
ゴ
ル
中
軍
は
、

モ
ン
ケ
汗
の
突
然
の
死
に
よ
っ
て
全
軍
を
ま
と
め
あ
げ
て
ゆ
く
中
核
を
失
な
っ
て
し
ま
っ

- 6ー

た
。
結
局
、
モ
ン
ケ
汗
に
従
っ
て
カ
ラ
コ
ル
ム
か
ら
南
下
し
て
き
て
い
た
多
く
の
部
陵
は
モ
ン
ケ
の
枢
を
護
っ

て
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
鯖
還
し
て
い

(

却

〉

(

幻

〉

っ
た
。
モ
ン
ケ
汗
の
近
衛
兵
で
あ
っ
た
汗
の
怯
醇
も
、
そ
の
大
部
分
は
主
人
の
枢
を
護
っ
て
北
、
蓮
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
河
南
極
略
使
の
任

に
あ
っ
た
史
天
津
、
原
隊
に
復
賭
す
る
史
天
津
塵
下
の
膿
勇
の
土
、

フ
ピ
ラ
イ
の
正
室
チ
ャ
ピ
の
兄
で
、

(
勾
)

あ
る
オ
ン
ギ
ラ
ト
族
長
ナ
チ
ン
酎
馬
な
ど
、
十
分
な
理
由
の
あ
る
者
は
四
川
の
戦
線
を
離
脱
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
秦
・
萄
方
面
と
、
モ
ン
ケ
汗
が
輔
重
を
残
し
て
お
い
た
六
盤
山
方
面
に
は
、
な
お
多
く
の
モ
ン
ケ
麿
下
の
部
隊
が
残
留
し
て
お

り
、
モ
ン
ケ
朝
の
高
官
で
フ
ピ
ラ
イ
の
敵
性
勢
力
を
代
表
す
る
湾
都
海

C
C
ロ
官
官

F

の
統
制
下
に
あ
っ
た
。
や
が
て
、
こ
れ
ら
の
部
隊
の
中
か

(

お

)

ら
は
カ
ラ
コ
ル
ム
の
ア
リ
ク
H

ブ
カ
に
呼
醸
す
る
動
き
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

に
ァ
リ
ク
H

ブ
カ
麿
下
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
留
守
部
隊
。
ラ
シ
l
ド
に
よ
る
と
モ
ン
ケ
汗
は
南
宋
親
征
に
出
瑳
す
る
に
あ
た
り
、
オ
ル
ド
と
留

(
川
此
〉

守
部
除
の
管
理
を
末
弟
ア
リ
ク
H

ブ
カ
に
委
任
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

フ
ピ
ラ
イ
と
特
別
の
関
係
に

モ
ン
ケ
汗
の
死
後
、
四
川
か
ら
信
仰
還
し
た
部
隊
は
、
こ
の
ア
リ
ク
H

ブ
カ
の
麿
下
に
組
み
こ
ま
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

ア



リ
ク
H

プ
カ
は
フ
ピ
ラ
イ
と
の
衝
突
を
諜
想
し
て
漠
北
と
漠
南
で
さ
か
ん
に
兵
と
軍
糧
の
徴
護
を
行
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
フ
ピ
ラ
イ
と
の
緊

(お〉

張
閥
係
を
さ
ら
に
高
め
て
い
っ
た
。

三
フ
ピ
ラ
イ
麿
下
の
モ
ン
ゴ
ル
寧
。
こ
の
部
陵
は
四
川
に
侵
攻
し
た
モ

一ン
ケ
汗
の
中
軍
に
劉
し
て
左
翼
を
構
成
し
、
河
南
方
面
か
ら
南
下

し
て
南
宋
中
央
部
に
侵
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ピ
ラ
イ
は
最
初
こ
の
モ
ン
ケ
の
南
宋
攻
略
戦
に
参
加
す
る
議
定
は
な
か

っ
た
。
嘗
初
、
モ
ン
ケ
汗
の
遠
征
軍
の
左
翼
の
主
将
は
チ

γ
ギ
ス
汗
の
末
弟
テ
ム
ゲ
H

オ
y

チ
ギ
ン
の
孫
タ
ガ
チ
ャ
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

タ
ガ
チ
ャ
ル
は
嚢
陽
の
攻
略
に
失
敗
し
、

さ
し
た
る
理
由
も
な
く
退
却
し
た
。
こ
の
た
め
モ
ン
ケ
汗
は
大
い
に
怒

り
、
最
初
議
定
し
て
い
な
か
っ
た
フ
ピ
ラ
イ
を
起
用
し
、
左
翼
の
主
将
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
フ
ピ
ラ
イ
は
一
二
五
八
年
二
一
月
、
根

接
地
開
卒
か
ら
自
分
自
身
に
属
す
る
部
陵
を
引
き
連
れ
て
出
援
し
、
河
北
・
河
南
を
南
下
し
た
。
河
南
で
は
タ
ガ
チ
ャ
ル
と
曾
同
し
、
タ
ガ
チ

し
か
し
、

一
二
五
七
年
、

ャ
ル
が
指
揮
し
て
き
た
部
陵
を
う
け
と
っ
た
。
彼
は
兄
モ
ン
ケ
汗
の
死
の
直
後
、
麿
下
の
軍
を
率
い
て
渡
江
し
、
揚
子
江
中
流
の
南
宋
の
要
衝

(
M
m
〉

那
州
を
包
囲
し
た
。
ラ
シ

1
ド
に
よ
る
と
、
フ
ピ
ラ
イ
麿
下
の
軍
は
、
フ
ピ
ラ
イ
自
身
が
開
卒
か
ら
連
れ
て
き
た
軍
一
寓
と
、
そ
れ
ま
で
タ
ガ

〈
幻
)

チ
ャ
ル
に
属
し
て
い
て
フ
ピ
ラ
イ
が
引
き
繕
い
だ
十
寓
の
漢
軍
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
フ
ピ
ラ
イ
塵
下
軍
の
具
瞳
的
同
容
に
つ
い
て
は
次

- 7 ー

牽
で
と
り
あ
げ
る
。

四
タ
ガ
チ
ャ
ル
麿
下
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
。
東
方
三
王
家
の
筆
頭
オ
ッ
チ
ギ
ン
家
の
嘗
主
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
率
い
る
こ
の
軍
は
東
方
三
王
家
の
寧

(お〉

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
軍
は
左
翼
の
別
動
陵
と
考
え
ら
れ
る
が
、
モ
ン
ケ
中
軍
、
フ
ピ
ラ
イ
軍
に
比
べ
て
、
も
っ
と
も
東

よ
り
の
ル

I
ト
を
と
っ
て
准
北
か
ら
安
徽
の
剤
山
を
め
ざ
し
た
。
タ
ガ
チ
ャ
ル
軍
は
フ
ピ
ラ
イ
に
と
っ
て
は
地
理
的
に
最
も
近
く
に
い
る
モ
ン

ゴ
ル
軍
で
あ
っ
た
。
荊
山
と
郭
州
は
直
線
距
離
に
し
て
ほ
ぼ
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
な
お
、
山
東
盆
都
の
有
力
漢
人
世
侯
李
種
の
軍

(
却
)

は
、
タ
ガ
チ
ャ
ル
軍
を
支
援
し
て
い
た
。
盆
都
は
オ
ッ
チ
ギ
ン
家
の
分
地
で
あ
り
、
李
壇
は
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
妹
婿
で
あ
っ
た
。

五
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
将
軍
塵
下
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
。
こ
の
軍
は
四
玉
の
騎
兵
三
千
、
蟹
軍
一
高
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
方
面
か
ら

南
宋
の
南
の
境
界
を
突
破
し
、

一各
所
で
宋
軍
と
戦
い
つ
つ
郭
州
へ
向
け
て
北
上
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
杉
山
氏
は
四
王
と
は
東
方
三
主
家
の
主

245 
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(
却
)

子
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察
し
て
い
る
。
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
は
モ
ン
ケ
汗
の
怯
醇
出
身
の
宿
絡
で
あ
り
、
こ
の
軍
は
モ
ン
ケ
中
軍
に
劃
し

て
右
翼
軍
を
構
成
し
て
い
た
。

さ
て
フ
ビ
ラ
イ
は
そ

ン
ケ
汗
死
後
の
混
沌
と
し
た
情
況
の
中
で
、
政
権
獲
得
を
一
意
識
し
た
時
、

今
、
述
べ
て
き
た
五
つ
の
モ

ン
ゴ
ル
軍
の
構

成
と
動
向
、

フ
ビ

ラ
イ
支
持
勢
力
と
な
し
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
十
分
研
究
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
諸
軍
の
動
向
を
脱
み
つ
つ
自
己
の

持
て
る
戦
力
に
目
を
向
け
た
で
あ
ろ
う
。
次
章
に
お
い
て
は
那
州
に
お
け
る
フ
ビ
ラ
イ
麿
下
軍
の
内
容
を
分
析
す
る
。

那
州
に
お
け
る
フ
ビ
ラ
イ
麿
下
軍

モ
ン
ケ
汗
の
念
死
と
前
後
し
た
時
期
よ
り
、
フ
ビ
ラ
イ
は
積
極
的
な
軍
事
行
動
を
開
始
す
る
。
彼
は
麿
下
の
軍
を
率
い
て
准
河
を
渡
り
揚
子

江
を
渡
っ

て
南
宋
領
深
く
侵
入
し
那
州
を
攻
囲
し
た
。
フ
ピ
ラ
イ
が
、
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
軍
事
行
動
を
と
り
、
無
用
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
南

- 8-

宋
領
に
深
入
り
し
た
理
由
と
し
て
は
、
従
来
、
モ
ン
ケ
の
死
を
知
ら
ず
に
南
宋
領
内
を
北
上
中
の
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
軍
を
無
事
救
出
し
よ
う
と

タ
ガ
チ
ャ
ル
と
の
主
将
交
替
に
よ
っ
て
麿
下
に
配
属
さ
れ
て
聞
も
な
い
諸
寧
を
手
中
に
掌
握
し
、
こ
れ
ら
の
諸
寧
に
寅
戦
の
経
験

(
幻
)

を
つ
ま
せ
つ
つ
、
し
ば
ら
く
事
態
の
推
移
を
見
守
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
き
た
。
大
汗
位
を
ね
ら
う
フ
ピ
ラ
イ
と
し
て
は
嘗
然
の
慮

置
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

酬明
州
を
攻
囲
し
た
フ
ビ
ラ
イ
の
麿
下
に
い
か
な
る
諸
軍
が
属
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
研
究
さ

し
た
こ
と
、

れ
て
こ
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
以
下
少
し
詳
し
い
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
フ
ビ
ラ
イ
麿
下
の
モ

ン
ゴ
ル
軍
は、

フ
ビ
ラ
イ
の
怯
醇
、

蒙
古
軍
、

漠
軍
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

フ
ピ

ラ
イ
の
怯
辞
。
前
一章
で
そ

ン
ケ
汗
の
怯
醇
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、

フ
ピ
ラ
イ
も
怯
醇
を
持
っ
て
い
た
。
諸
王
の
怯
醇
も
大
汗
の
怯
醇

も
設
置
目
的
・

役
割
自
鐙
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
汗
が
出
征
す
る
時
に
汗
の
怯
醇
が
随
行
し
、
汗
の
生
命
を
守

る
近
衛
兵
と
な

っ
た
よ
う
に
、
諸
王
フ
ビ
ラ
イ
の
怯
醇
も
フ
ピ
ラ
イ
の
近
衛
兵
と
し
て
出
征
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
フ
ビ
ラ
イ
の
怯
醇
は
那

州
の
戦
場
に
あ
っ

て、

フ
ピ
ラ
イ
が
最
も
信
頼
す
る
直
属
軍
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

モ
ン
ケ
汗
の
弟
で
有
力
諸
王
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
フ
ビ



ラ
イ
の
怯
醇
が
大
汗
の
一
高
人
の
怯
酵
の
よ
う
に
大
規
模
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
幸
い
、
こ
の
こ
と
を
裏
附
け
る
史
料
が
存
在
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
那
経
の
『
陵
川
集
』
巻
三
二
、
東
師
議
に
よ
る
と
、
フ
ビ
ラ
イ
の
漢
人
顧
問
の
一
人
で
あ
っ
た
那
経
は
、
四
川
の
モ
ン
ケ

軍
の
戟
果
が
あ
が
ら
な
い
情
況
の
下
で
、
南
宋
遠
征
に
出
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
フ
ビ
ラ
イ
に
劃
し
て
、
精
鋭
を
選
ん
で
一
軍
を
編
成
し
て
帳

(
m
M〉

下
の
土
と
し
、
老
成
で
兵
を
知
る
者
を
将
帥
と
し
て
更
直
宿
衛
せ
し
め
て
不
虞
に
備
え
よ
と
進
言
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
、
巻
三
二
、
フ
ピ
ラ

イ
即
位
直
後
の
庚
申
年
四
月
一
七
日
〈
フ
ピ
ラ
イ
即
位
は
、
庚
申
年
三
月
二
四
日
)
の
日
附
け
を
も
っ
便
宜
新
政
に
よ
る
と
、
那
経
は
卸
位
後
の
フ

ビ
ラ
イ
に
射
し
て
も
、

フ
ピ
ラ
イ
の
兄
モ
ン
ケ
が
大
汗
位
を
保
持
し
、
大
汗
位
を
奪
取
し
よ
う
と
し
た
そ
ン
ケ
の
劉
抗
馬
オ
ゴ
タ
イ
家
の
シ
ラ

ム
ン
太
子
が
モ
ン
ケ
に
捕
え
ら
れ
た
の
は
備
え
の
有
無
、
つ
ま
り
宿
衡
の
土
の
有
無
に
あ
っ
た
こ
と
を
数
訓
に
、
フ
ピ
ラ
イ
が
十
分
な
宿
衛
の

(

お

〉

兵
を
持
つ
よ
う
に
進
言
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
フ
ピ
ラ
イ
が
南
宋
遠
征
従
軍
時
に
お
い
て
も
、
即
位
嘗
-
初
に
お
い
て
も
多
数
の
怯
醇
を

擁
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
フ
ピ
ラ
イ
側
近
に
は
気
が
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

チ
ン
ギ
ス
汗
の
左
翼
箪
圏
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
五
大
部
族
集
圏
ジ
ャ
ラ
イ
ル
・
オ
ン
ギ
ラ
ト
・
イ
キ
レ

ス
・
ウ
ル
ウ
ト
・
マ
ン
グ
ト
の
五
投
下
軍
の
う
ち
、
オ
ン
ギ
ラ
ト
・
イ
キ
レ
ス
・
ウ
ル
ウ
ト
・
マ
ン
グ
ト
の
四
部
族
軍
と
二
手
に
分
れ
た
ジ
ャ

フ
ピ
ラ
イ
塵
下
の
蒙
古
軍
。

- 9一

ラ
イ
ル
部
族
軍
の
一
手
が
四
川
の
モ
ン
ケ
塵
下
軍
と
な
り
、
残
り
の
一
手
が
フ
ビ
ラ
イ
に
属
し
た
こ
と
は
杉
山
正
明
氏
の
指
摘
遁
り
で
あ
る
と

(
出
)

思
う
。
ち
な
み
に
保
定
の
漢
人
世
侯
張
柔
の
麿
下
の
寧
は
三
手
に
分
れ
て
、

一
手
は
そ
ン
ケ
麿
下
に
べ
一
手
は
フ
ビ
ラ
イ
塵
下
に
、

(
お
)

ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
寧
が
二
手
に
分
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
フ
ピ
ラ
イ
麿
下
の
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族

(

お

〉

(

日

出

)

軍
に
は
部
族
長
の
忽
林
池

DEFgmH
園
王
が
い
た
ら
し
い
が
、
彼
は
モ
ン
ケ
汗
か
ら
信
頼
さ
れ
て
お
ら
ず
、
賓
際
に
は
叔
父
に
あ
た
る
長
老

(

m
ぬ
)

の
覇
突
魯
切
陣
門
戸
門
戸
が
諸
軍
の
統
率
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
。
な
お
覇
突
魯
の
妻
は
、

一
手
は
タ

ガ
チ
ャ
ル
塵
下
に
属
し
て
お
り
、

フ
ビ
ラ
イ
の
正
室
チ
ャ
ピ
の
同
母
姉
で
あ
っ
た
。

チ
ン

ギ
ス
汗
の
左
翼
軍
園
長
で
あ
っ
た
ム
カ
リ
園
王
家
以
外
の
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
人
で
は
諸
翼
蒙
古
軍
馬
都
元
帥
の
職
に
あ
っ
た
阿
刺
宰

〉
一
回
門
事
ロ
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が
い
る
。
ま
た
ム
カ
リ
園
王
軍
に
属
す
る
部
将
と
し
て
は
、

包
括

E
R
の
参
加
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
の
蒙
古
軍
将
と
し
て
は
、
パ
ヤ
ウ
ト
族
の
和
向

D
g
g、
バ
ル
ラ
ス
族
の
許
見
台

ω
C
2
2、

メ
ル
キ
ッ
ト
族
の
忽
都
虎

P
E
E
C、
ド
ル
ベ
ン
H

ケ
レ
イ
ト
族
の
抹
冗
答
見
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束
呂
札
族
の
股
察
刺
、
H
，o
m
R曲
が
い
た
。
ま
た
、
キ
プ
チ
ャ
ク
族
の
完
者
都

(
鈎
)

回
出
向
丘
旬
、
北
庭
人
の
忽
都

p
z
z
m
な
ど
も
参
加
し
て
い
た
。
ほ
か
に
ラ
シ

l
ド
に
は
バ
ル
ラ
ス
族
出
身
の
先
鋒
賂

エ
ル
ケ
H

ノ
ヤ
ン
の
名
前

(
州
制

)

が
禦
が
っ
て
い
る
。
以
上
が
管
見
の
か
ぎ
り
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
フ
ビ
ラ
イ
麿
下
の
蒙
古
軍
将
で
あ
る
。
モ
ン
ケ
汗
麿
下
の
蒙
古
軍
に
比
較

す
る
と
、

ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
長
忽
林
池

p
cロ
ヨ
何
回
園
王
の
率
い
る
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
軍
が
中
心
勢
力
と
は
い
え
、
全
鐙
的
に
は
手
薄
の
観
は

。ご

2
5、
完
者
抜
都
。
C
2
回同件戸

苫
徹
抜
都
見

F
s
r
m

モ
ン
ケ
汗
の
死
去
後
、
四
川
の
陣
営
か
ら
那
州
の
フ
ビ
ラ
イ
の
所
へ
、
フ
ピ
ラ
イ
の
正
室
チ
ャ
ピ
の
兄
に
あ
た
る
オ
ン
ギ

(
引

〉

ラ
ト
族
長
ナ
チ
ン
酎
馬
が
騎
け
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
兵
力
不
足
に
苦
し
ん
で
い
た
フ
ピ
ラ
イ
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
な
助
け
と
な
っ
た
は

(
必
)

ず
で
あ
る
。
こ
の
ナ
チ
ン
尉
馬
の
郡
州
合
流
の
功
績
は
、
元
朝
は
オ
ン
ギ
ラ
ト
政
権
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
ほ
ど
元
朝
に
お
い
て
オ
ン
ギ

(
M
M
〉

ラ
ト
族
が
勢
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
重
要
な
背
景
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
那
州
に
お
け
る
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
軍
を
は
じ
め
と

す
る
諸
軍
を
と
り
し
き
っ
て
い
た
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
の
長
老
覇
突
魯
の
夫
人
は
フ
ピ
ラ
イ
の
正
室
チ
ャ
ビ
の
同
母
姉
で
あ
っ
た
の
で
、
や
は
り

(
必
)

ナ
チ
ン
尉
馬
の
姉
妹
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
バ

l
ト
ル

は
フ
ビ
ラ
イ
が
北
方
情
勢
緊
迫
の
た
め
に
那
州
を
引
き
揚
げ
た
あ
と
、
酬
明
州
方
面
残
留

の
フ
ピ
ラ
イ
麿
下
の
蒙
古
箪

・
漢
軍
を
統
轄
し
、
フ
ビ
ラ
イ
の
た
め
に
貴
重
な
兵
力
を
温
存
し
た
。
彼
の
功
績
も
重
要
で
あ
っ
た
が
、
元
朝
成

7
y
ト

y

フ
ピ
ラ
イ
は
首
時
二
二
歳
で
あ
っ
た
バ

l
ト
ル
の
長
子
安
重
〉

E
E∞
を
群
臣
の
最
上
席
に
お
い
て
重
ん

否
め
な
い
。
な
お
、

- 10ー

立
間
も
な
く
死
去
し
た
。
し
か
し
、

じ
た
。

ア
ン
ト
ン
は
フ
ビ
ラ
イ
朝
の
宰
相
を
長
く
つ
と
め
、
元
朝
で
は
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
の
ム
カ
リ
園
王
家
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
バ

l
ト
ル

(

必

)

の
子
孫
が
繁
栄
し
た
。
元
靭
に
お
レ
て
那
州
の
役
が
ら
み
の
人
脈
が
い
か
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
理
解
で
き
よ
う
。

フ
ピ
ラ
イ
麿
下
の
漠
軍
。
那
州
に
お
け
る
フ
ピ
ラ
イ
塵
下
の
漢
軍
は
主
と
し
て
河
北
・
河
南

・
山
東
の
漢
人
世
侯
軍
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
た
。
た
だ
し
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
山
東
盆
都
の
有
力
漢
人
世
侯
李
道
は
タ
ガ
チ
ャ
ル
を
支
援
し
て
お
り
、

っ
た
。
漢
人
位
侯
の
諸
事
中
に
は
、
東
卒
路
行
軍
高
戸
・
管
民
長
官
巌
忠
済
、
保
定
の
軍
民
高
戸
張
柔
、
員
定
の
有
力
漢
人
世
侯
史
天
津
一
族

か
ら
は
員
定
蔦
戸
史
権
、
曲
陽
の
行
軍
高
戸
邸
決
、
大
名
路
行
箪
蔦
戸
王
文
幹
、
済
南
の
山
東
行
向
書
省
兵
馬
都
元
帥

・
知
湾
南
府
事
張
宏
、

(
必
)

水
軍
高
戸
の
解
誠
、
同
じ
く
水
軍
首
門
戸
の
張
築
賓
の
よ
う
な
有
力
漢
人
世
侯
が
参
加
し
て
い
た
。
さ
ら
に
藁
城
の
漢
人
世
侯
で
あ
っ
た
董
文
照

フ
ピ
ラ
イ
の
麿
下
に
は
い
な
か



川
一
釘
〉

も
フ
ピ
ラ
イ
塵
下
に
加
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
右
に
奉
げ
た
有
力
漢
人
世
侯
た
ち
は
、

そ
れ
ぞ
れ
塵
下
の
部
絡
を
ひ
き
つ
れ
て
い
た
。
東
卒
の

巌
忠
済
に
は
弟
の
蔦
戸
巌
忠
嗣
、
行
軍
千
戸
越
責
亨
、
権
高
戸
張
好
古
が
従
い
、
保
定
の
張
柔
に
は
宿
将
何
伯
群
、
百
戸
輩
彦
障
が
従
い
、
員

定
の
史
権
に
は
史
天
津
の
副
将
李
伯
拡
が
随
行
し
、
曲
陽
の
行
軍
高
戸
邸
演
に
は
黒
軍
百
戸
越
伯
成
が
従
い
、
済
南
の
張
宏
に
は
、
征
行
千
戸

劉
思
敬
、
馬
徳
、
統
属
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
蔦
戸
孟
徳
が
従
い
、
水
軍
蔦
戸
解
誠
に
は
朱
園
費
、
水
軍
高
戸
張
祭
賞
に
は
盟
津
波
長
寧

〈

必

)

玉
が
そ
れ
ぞ
れ
従
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
右
に
翠
げ
た
有
力
漢
人
世
侯
の
勢
力
地
を
考
え
て
み
る
と
、
保
定
の
張
柔
以
外
は
、
オ
ゴ
タ
イ
汗
が
漢
地
の
兵
を
分
統
さ
せ
る
た

め
に
創
設
し
た
漢
軍
三
官
門
戸
の
う
ち
の
一
人
蔦
戸
史
天
津
の
指
揮
下
に
入
っ
た
員
定
・
河
開
・
大
名
・
東
卒
・
済
南
の
千
戸
た
ち
の
勢
力
地
と

(
的
問
〉

重
な
る
こ
と
に
在
日
し
た
い
。
そ
し
て
貧
際
、
大
名
の
王
文
幹
の
父
は
オ
ゴ
タ
イ
時
代
の
大
名
の
諸
侯
王
珍
で
あ
り
、
東
卒
の
巌
忠
済
の
父
は

同
じ
く
東
卒
の
諸
侯
巌
寅
で
あ
り
、
済
南
の
張
宏
の
祖
父
は
同
じ
く
済
南
の
諸
侯
張
築
な
の
で
あ
る
o

-
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
剣
断
す
る

と
、
史
天
津
は
フ
ピ
ラ
イ
塵
下
の
漢
人
世
侯
軍
を
か
つ
て
オ
ゴ
タ
イ
汗
の
漢
軍
高
戸
と
し
て
軍
制
上
統
属
下
に
お
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
統
属
関
係
は
、
モ
ン
ゴ
ル
朝
が
南
宋
に
備
え
る
た
め
に
漢
人
世
侯
軍
を
河
南
に
分
駐
さ
せ
、
史
天
津
が
モ
ン

ケ
朝
期
に
河
南
極
略
使
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
何
ら
か
の
形
で
維
持
さ
れ
た
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ピ
ラ
イ
が
即
位
後
、
都
州
方
面

に
残
し
て
き
た
塵
下
の
軍
を
撤
退
さ
せ
る
重
要
な
任
務
を
史
天
津
に
命
じ
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
念
頭
に
入
れ
て
お
い
て
よ
い
。
い
ず
れ
に
し

-11ー

て
も
、

フ
ピ
ラ
イ
摩
下
の
漢
軍
は
史
天
津
と
は
な
じ
み
の
深
い
部
隊
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
史
天
津
は
そ

ン
ケ
汗
の
命
に
よ
り
漢
人
世
侯
軍
中
か
ら
精
鋭
を
よ
り
す
ぐ
っ
て
一
軍
を
編
成
し
、
彼
ら
を
率
い
て
四
川
の
モ
ン
ケ
汗
の
親
征
軍
に
参
加
し
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
塵
下
と
な
っ
た
精
鋭
を
通
し
て
諸
漢
人
世
侯
軍
へ
一
定
の
影
響
力
を
扶
植
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
諸

黙
を
フ
ピ
ラ
イ
政
権
成
立
期
、
フ
ピ
ラ
イ
直
属
軍
と
し
て
の
漢
軍
の
形
成
が
、
史
天
津
を
軸
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
次
牽
で
考
え
る
た
め
の
伏
線

と
し
て
お
く
。
本
一章
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、

フ
ビ
ラ
イ
の
直
属
軍
と
な
る
べ
き
フ
ピ
ラ
イ
の
怯
醇
は
モ
ン
ゴ
ル
大
汗
の
一
蔦
人
の

249 

怯
醇
に
比
べ
る
と
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
蒙
古
軍
に
つ
い
て
も
、
左
右
雨
翼
か
ら
有
力
部
将
を
結
集
し
た
モ
ン
ケ
塵
下
の
蒙
古
寧



250 

に
比
べ
る
と
見
劣
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、

フ
ビ
ラ
イ
塵
下
の
漢
軍
の
主
力
で
あ
る
漢
人
世
侯
軍
は
、

オ
ゴ
タ
イ
朝
の
漠
軍
高
戸
に

し
て
モ

ン
ケ
朝
の
河
南
経
略
使
で
あ
っ
た
史
天
津
と
闘
係
深
い
軍
で
あ
っ

た
。

四

フ
ビ
ラ
イ
直
属
箪
の
形
成

(→ 

フ
ビ
ラ
イ
即
位
を
め
ぐ
る
問
題

フ
ビ
ラ
イ
が
大
汗
位
獲
得
に
ね
ら
い
を
定
め
た
時
、
彼
に
は
早
急
に
鹿
置
す
べ
き
問
題
が
あ
っ
た
。

イ
エ
ケ
れ
そ

γ
ヨ
ル
H
ウ
ル
ス

第

一
に
、
モ

ン
ケ
、
汗
死
後
の
大
モ
ン

ゴ
ル
園
を
い
か
に
獲
得
し
、
い
か
に
支
配
し
て
ゆ
く
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ

い
て
詳
し
く
述

べ
る
徐
裕
は
な
い
が
、
フ
ビ
ラ
イ
の
怯
醇
関
係
者
、
藩
邸
関
係
者
の
惇
記
史
料
を
検
討
す
る
と
、
フ
ビ
ラ
イ
が
一
貫
し
た
方
針
を
堅
持
し
て
い

(
印
〉

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
最
も
信
頼
す
る
怯
醇
の
臣
・
藩
邸
の
臣
・
元
従
の
臣
を
起
用
し
て
政
権
の
中
権
部
を
作
り
あ
げ
る
一
方
、
諸
地
方

(
日
〉

(

臼
)

の
統
制
に
お
い
て
も
、
諸
軍
の
統
制
に
お
い
て
も
、
彼
ら
を
起
用
し
て
フ
ピ
ラ
イ
睡
制
で
園
家
を
し
め
あ
げ
て
ゆ
く
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
ち

(
臼
)

な
み
に
従
来
漠
地
の
地
方
官
の
上
に
は
蒙
古
人
の
監
督
官
ダ
ル
ガ
チ
が
配
置
さ
れ
地
方
支
配
に
に
ら
み
を
き
か
し
て
い
た
が
、
フ
ビ
ラ
イ
は
言

イ
ェ

ヶ
“
ビ
チ
タ
チ

う
な
れ
ば
、
フ
ビ
ラ
イ
信
臣
ダ
ル
ガ
チ
健
制
な
る
も
の
を
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ビ
ラ
イ
潜
邸
の
長
必
閤
赤
で
あ

(
臼
〉

っ
た
昔
班

ω
5
2
が
フ
ピ
ラ
イ
即
位
後
、
ア
リ
ク
川
ブ
カ
の
分
地
員
定
路
の
ダ
ル
ガ
チ
に
起
用
さ
れ
て
い
る
事
賞
、
ま
た
、
即
位
後
聞
も
な

(
日
〉

く
信
臣
を
え
ら
ん
で
十
道
宣
撫
使
と
し
諸
地
方
の
統
制
に
あ
た
ら
せ
た
事
買
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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第
二
に、

フ
ビ
ラ
イ
が
庭
置
す
べ
き
問
題
は
、

フ
ピ
ラ
イ
支
持
勢
力
を
つ
く
り
出
し
、
自
己
の
陣
営
へ
吸
牧
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
モ

ン
ゴ
ル
諸
草
の
な
か
で
最
も
近
く
に
い
る
タ
ガ
チ
ャ
ル
が
協
力
し
て
く
れ
れ
ば
心
強
い
の
で
あ
る
が
、

タ
ガ
チ
ャ
ル
か
ら
は
何
の
連
絡
も
な

く
、
タ
ガ
チ
ャ
ル
は
モ
ン
ケ
汗
死
去
に
よ
る
政
局
大
盤
動
の
中
で
二
J
三
箇
月
も
沈
獣
を
守
っ
て
い
た
。
彼
は
カ
ラ
コ
ル
ム
で
多
く
の
諸
王
た

ち
が
ア
リ
ク
H

ブ
カ
推
戴
に
傾
い
て
い
る
の
を
気
に
し
て
態
度
を
決
め
か
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
那
州
攻
圏
中
の
フ
ビ
ラ
イ
は
こ



の
聞
、
『
陵
川
集
』
巻
三
二
、
班
師
議
に
「
塔
察
圏
王
、
李
行
省
と
肱
醇
あ
い
依
り
て
背
脅
に
在
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
タ
ガ
チ
ャ
ル
と
李
瑳

の
無
気
味
な
塵
力
守を
背
後
に
感
じ
つ
づ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ピ
ラ
イ
が
政
権
樹
立
を
志
す
な
ら
ば
、
ま
ず
は
こ
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
と
李
道
の

支
持
を
と
り
つ
け
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、
『
圭
費
文
集
』
巻
一
一
、

今筒
冒
俣
氏
家
俸
に
いよ
る
と
、
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
重
臣
サ
ル
ギ
ス

が
タ
ガ
チ
ャ
ル
を
説
得
し
て
フ
ビ
ラ
イ
擁
立
を
決
意
さ
せ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
フ
ピ
ラ
イ
の
方
か
ら
も
働
き
か
け
が
行
わ

れ
た
と
み
る
。
そ
し
て
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
所
へ
フ
ピ
ラ
イ
擁
立
を
依
頼
す
る
重
要
な
使
者
に
た
っ
た
の
が
フ
ピ
ラ
イ
の
謀
臣
廉
希
憲
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
『
園
朝
名
臣
事
略
』
巻
七
、
卒
章
廉
文
正
玉
、
所
引
の
家
俸
に
は

上
、
塔
察
見
王
に
飲
膳
を
賜
わ
ん
と
す
る
に
、
そ
の
人
を
難
し
と
す
e

公
、
行
か
ん
こ
と
を
請
う
。
既
に
し
て
至
る
に
王
は
な
は
だ
歓

ぶ
。
:
:
:
公
日
く
、
:
:
:
臣
下
の
論
議
す
で
に
定
ま
り
た
り
。
大
王
位
、
魚
傘
に
属
す
。
若
し
開
卒
に
至
ら
ば
、
首
ず
嘗
に
推
戴
し
、
他

人
の
先
ず
る
所
と
な
る
な
か
れ
、
と
。
王
、
大
い
に
こ
れ
を
然
り
と
し
、
身
を
以
て
其
の
事
に
任
ず
る
を
許
す
。

フ
ピ
ラ
イ
側
か
ら
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
所
へ
飲
膳
が
も
た
ら
さ
れ
、
フ
ピ
ラ
イ
推
戴
が
打
診
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
廉
希
憲
の
説
得
に
よ
り

- 13ー

と
あ
り
、

タ
ガ
チ
ャ
ル
は
来
た
る
べ
き
開
卒
ク
リ
ル
タ
イ
で
フ
ピ
ラ
イ
推
戴
を
首
唱
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

よ
し
み

と
こ
ろ
で
杉
山
正
明
氏
は
『
清
河
集
』
巻
五
、
卒
牽
政
事
廉
文
正
王
紳
道
碑
の
「
宗
王
塔
察
児
、
東
諸
侯
の
長
な
り
。
上
、
こ
れ
と
好
せ
ん

と
欲
す
る
も
、
そ
の
使
い
と
す
る
と
こ
ろ
を
難
し
と
す
。
」
で
は
じ
ま
る
右
引
用
文
一該
嘗
箇
所
を
引
用
し
、
こ
の
推
戴
依
頼
が
フ
ピ
ラ
イ
が
北

(
部
〉

還
し
燕
京
に
滞
在
中
に
な
さ
れ
た
と
み
る
。
し
か

L
私
は
フ
ピ
ラ
イ
が
政
権
樹
立
の
足
が
か
り
と
し
て
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
協
力
約
束
を
と
り
つ

け
な
い
ま
ま
北
還
し
た
と
は
考
え
な
い
。
ラ
シ
l
ド
に
よ
る
と
、
タ
ガ
チ
ャ
ル
率
い
る
東
方
三
王
家
軍
は
フ
ピ
ラ
イ
の
北
還
に
前
後
し
て
占
領

(

貯

)

地
を
は
な
れ
、
フ
ピ
ラ
イ
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
北
上
し
て
燕
京
に
曾
同
し
て
い
る
。
こ
れ
は
杉
山
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
東
方
三
王
家
が

北
還
前
に
フ
ピ
ラ
イ
支
持
に
ま
わ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
行
動
で
あ
る
と
思
う
。
な
お
、
杉
山
氏
は
北
還
前
に
タ
ガ
チ
ャ
ル
は
郡

(
国
叫

〉

州
の
フ
ピ
ラ
イ
の
所
へ
伺
候
し
た
と
考
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
推
戴
依
頼
の
話
は
郡
州
で
は
棚
上
げ
さ
れ
燕
京
に
到
着
し
て
か
ら
持

251 

ち
出
さ
れ
た
と
す
る
の
は
少
し
無
理
が
あ
る
。
勿
論
、
杉
山
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
『
清
河
集
』
巻
五
、
廉
文
正
王
神
道
碑
の
こ
の
部
分
は
時
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期
確
定
の
し
に
く
い
所
で
あ
る
が
、
政
権
樹
立
を
ね
ら
う
フ
ビ
ラ
イ
の
側
に
立
て
ば
自
ら
解
け
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
は
り
、

フ

ビ

ラ
イ
は
北
還
前
に
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
協
力
約
束
を
取
り
つ
け
後
顧
の
憂
な
く
北
還
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、

フ
ビ
ラ
イ
が
慮
置
す
べ
き
問
題
は
、
政
権
獲
得
、
保
持
の
た
め
の
基
幹
兵
力
と
な
る
べ
き
フ
ビ
ラ
イ
直
属
軍
の
強
化
の
問
題
で
あ

る。

し
か
し
、
こ
の
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族

軍
は
フ
ピ
ラ
イ
直
属
の
軍
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
軍
を
直
属
軍
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ク

と
こ
ろ
で
那
州
の
フ
ビ
ラ
イ
摩
下
の
蒙
古
軍
に
は
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
長
ク
ル
ム
シ
園
王
の
軍
が
あ
っ
た
。

ル
ム
シ
園
王
は
こ
の
た
び
の
南
宋
攻
略
戦
に
お
い
て
は
、

オ
ン
ギ
ラ
ト

・
イ
キ
レ
ス
・
ウ
ル
ウ
ト
・
マ
ン
グ
ト
部
族
の
四
投
下
軍
と
ジ
ャ
ラ
イ

ル
部
族
軍
の
一

一部
を
切
り
取
ら
れ
て
、
従
来
の
五
投
下
軍
を
統
轄
す
る
権
限
を
縮
少
さ
れ
た
上
郡
州
陣
営
に
お
い
て
も
叔
父
バ

l
ト
ル
が
フ

ビ
ラ
イ
の
義
兄
で
あ
る
関
係
か
ら
重
用
さ
れ
る
の
が
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
か
つ
て
上
都

・
野
狐
嶺
方
面
に
あ
っ

た
ジ
ャ
ラ
イ
ル
郡
の
畜
牧
に
極
め
て
適
し
た
管
幕
の
地
が
、
モ
ン
ケ
汗
五
年
、
二

一五
五
年
の
フ
ピ
ラ
イ
の
嘗
一該
地
方
移
駐
に
と
も
な
い
失
わ

(ω) 

れ
た
こ
と
も
か
ら
ん
で
、
麿
下
の
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
軍
を
そ
の
ま
ま
フ
ビ
ラ
イ
塵
下
の
直
属
軍
と
す
る
こ
と
に
は
相
嘗
大
き
な
抵
抗
感
が
あ
っ

- 14ー

た
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

タ
ガ
チ
ャ
ル
塵
下
の
東
方
三
王
家
軍
を
直
属
軍
化
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
南
宋
領
を

北
上
し
、
結
局
フ
ビ
ラ
イ
軍
と
合
流
し
た
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
軍
に
し
て
も
、
主
力
は
四
王
の
騎
兵
三
千
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
直
属
軍
化
す
る
こ

と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
通
り
、

フ
ピ
ラ
イ
が
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
る
蒙
古
軍
を
す
ぐ
さ
ま
直
属
軍
と
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
那

粧
が
即
位
直
後
の
フ
ビ
ラ
イ
に
射
し
て
十
分
な
宿
衛
兵
力
を
持
つ

よ
う
に
準
言
し
た
通
り
、
直
属
軍
強
化
は
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た
。
勿
論
、

フ
ピ
ラ
イ
に
は
チ
ン
ギ
ス
汗
以
来
の
モ
ン
ゴ
ル
の
千
戸
長
・
百
戸
長
・
十
戸
長
、

力
者
の
子
弟
を
網
羅
し
、
自
己
の
怯
醇
に
結
集
さ
せ
る
時
間
的
徐
裕
も
、

怯
醇
を
再
編
強
化
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、

そ
の
他
の
有

そ
れ
が
で
き
る
位
置
に
も
い
な
か
っ
た
。
困
難
な
情
況
に
お
か
れ
た

フ
ビ
ラ
イ
と
し
て
は
フ
ビ
ラ
イ
直
属
軍
の
核
と
な
る
べ
き
自
己
の
怯
酵
を
モ
ン
ゴ
ル
大
汗
の
怯
醇
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
陣
容
に
横
充
し
て
ゆ
く



作
業
を
行
い
つ
つ
、
と
り
あ
え
ず
は
漢
寧
の
精
鋭
を
選
ん
で
直
属
軍
を
形
成
し
、
道
を
切
り
拓
い
て
ゆ
く
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

フ
ピ
ラ
イ
が
漢
軍
の
軍
事
力
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
私
の
観
黙
を
補
強
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
根
擦
を
提
示
し
て
お
く
。

ま
ず
フ
ピ
ラ
イ
が
頼
り
と
す
べ
き
親
族
諸
王
た
ち
の
多
く
は
ア
リ
ク
日
プ
カ
支
持
に
傾
い
て
い
た
。
ま
た
形
勢
を
観
草
す
る
者
も
多
か
っ

た
。
フ
ピ
ラ
イ
推
戴
の
約
束
を
し
た
タ
ガ
チ
ャ
ル
自
身
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
最
初
は
カ
ラ
コ
ル
ム
に
集
ま
っ
た
諸
王
の
多
く
が
ア
リ
ク
H

ブ
カ
を
支
持
す
る
の
を
見
て
態
度
を
決
し
か
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
王
た
ち
の
態
度
決
定
の
あ
い
ま
い
さ
は
フ
ピ
ラ
イ
支
持
勢
力

を
結
集
し
た
は
ず
の
開
卒
グ
リ
ル
タ
イ
の
場
に
ま
で
持
ち
こ
ま
れ
て
い
る
。
フ
ビ
ラ
イ
は
自
ら
の
手
で
大
汗
位
即
位
の
た
め
の
グ
リ
ル
タ
イ
を

開
卒
で
開
催
し
、
一
二
六

O
年
五
月
五
日

一ハ
陰
暦
、
庚
申
年
コ
一
月
二
四
日
〉
大
汗
の
位
に
つ
い
た
。
こ
の
時
、
フ
ピ
ラ
イ
涯
と
目
さ
れ
る
モ
ン
ゴ

ル
諸
王
・
諸
絡
は
オ
y

チ
ギ
ン
王
家
の
嘗
主
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
首
唱
の
も
と
一
致
し
て
フ
ピ
ラ
イ
を
推
戴
L
た
と
諸
史
料
に
書
か
れ
て
お
り
、
わ

れ
わ
れ
も
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
フ
ピ
ラ
イ
の
即
位
の
た
め
の
開
卒
ク
リ
ル
タ
イ
は
、
開
催
場
所
・
グ
リ
ル
タ
イ
招
集
権
の
面

(
印
〉

で
チ
ン
ギ
ス
汗
以
来
の
停
統
を
破
っ
た
異
例
の
も
の
で
あ
り
、
フ
ピ
ラ
イ
に
名
分
は
な
か
っ
た
。
開
卒
グ
リ
ル
タ
イ
に
結
集
し
た
モ
ン
ゴ
ル
諸

王
・
諸
絡
に
租
法
を
犯
す
こ
と
に
劃
す
る
一
抹
の
危
倶
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
。
果
せ
る
か
な
『
元
文
類
』
巻
五
九
、
湖
贋
行
省
左
丞
相

FD 

神
道
碑
に
よ
る
と
、

動
準
の
は
じ
め
、
諸
侯
王
の
議
い
ま
だ
一
な
ら
ず
、

。

パ

ト

什

タ
ガ
チ
ヤ
ル

た
だ
一
王
閥
察
耳
か
つ
て
書
あ
り
。
帝
(
フ
ピ
ラ
イ
〉
そ
の
誰
が
在
っ
か
を
忘
る
。

左
右
を
顧
み
て
問
う
。
公
(
ア
リ
ハ
イ
ヤ
〉
日
く
、
臣
の
有
つ
所
の
書
な
り
、
と
。
出
し
て
南
事
を
決
す
。
皆
は
な
は
だ
旨
に
合
う
。

(引む

と
あ
り
吋
関
手
ク
リ
ル
タ
イ
に
参
集
し
た
諸
侯
王
の
議
論
は
最
初
必
ず
し
も
フ
ピ
ラ
イ
推
戴
に
固
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
幸
い
な
こ
と
に
フ
ピ
ラ
イ
側
に
は
、
か
つ
て
フ
ピ
ラ
イ
推
戴
を
約
束
し
た
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
盟
約
書
が
あ
り
、
そ
れ
を
持
ち
出
し
て
議
論
を
フ

ビ
ラ
イ
推
戴
に
ま
と
め
あ
げ
て
い
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
か
つ
て
フ
ピ
ラ
イ
に
射
し
て
来
た
る
べ
き
ク
リ
ル
タ
イ
で

率
先
推
戴
の
役
を
ひ
き
う
け
る
約
束
を
し
た
は
ず
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
が
グ
リ
ル
タ
イ
嘗
初
に
お
い
て
は
日
和
見
を
し
て
積
極
的
な
フ
ピ
ラ
イ
即
位

推
進
役
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
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フ
ピ
ラ
イ
支
持
諸
王
と
い
え
ど
も
、
情
勢
次
第
で
は
ど
ち
ら
に
轄
ぶ
か
わ
か
ら
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な
い
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
て
い
た
。

次
に
蒙
古
軍
部
勝
で
あ
る
が
、

フ
ビ
ラ
イ
麿
下
の
蒙
古
軍
の
主
力
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
軍
の
部
族
長
ク
ル
ム
シ
闇
王
が
、

か
つ
て
の
ジ
ャ
ラ
イ

ル
部
族
の
経
由
幕
の
地
が
フ
ピ
ラ
イ
の
も
の
と
な

っ
た

こ
と
、

叔
父
パ

l
ト
ル
と
フ
ビ
ラ
イ
と
の
特
別
な
開
係
か
ら
フ
ピ
ラ
イ
に
劃
し
て
必
ず
し

も
好
一意
一
を
持
っ

て
い
な
か

っ
た
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

フ
ビ
ラ
イ
軍
に
合
流
し
た
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
終
軍
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
信
頼

で
き
る
将
軍
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
『
元
史
』
巻
二
二
、
本
俸
に
よ
れ
ば
、

ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
は
モ
ン
ケ
汗
を
幼
年
時
か
ら
護
り

育
て
た
モ
ン
ケ
の
師
停
に
あ
た
る
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、

モ
ン
ケ
成
長
後
は
モ
ン
ケ
の
信
績
を
う
け
て
モ
ン
ケ
の
怯
酵
を
分
掌
し
て
お
り
、

ン
ケ
お
よ
び
モ
ン
ケ
家
と
の
結
び
つ
き
が
非
常
に
強
い
人
物
な
の
で
あ
る
。
彼
は
カ
ラ
コ
ル
ム
に
あ
っ
て
ア
リ
ク
川
プ
カ
支
持
の
中
心
勢
力
と

な
っ
て
い
る
モ
ン
ケ
汗
の
諸
王
子
の
動
向
を
見
て
卒
静
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
し
か
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
は
過
ぐ
る
フ

〈
臼
)

ピ
ラ
イ
の
雲
南
経
略
の
際
、
資
仁
傑
の
父
賀
賞
の
献
金
問
題
に
関
し
て
、
フ
ピ
ラ
イ
に
よ
っ
て
死
刑
に
さ
れ
か
か
っ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。

モ

た
フ
ピ
ラ
イ
が
開
卒
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
麿
下
の
蒙
古
軍
を
率
い
て
ア
リ
ク
H

プ
カ
に
つ
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
般
の
蒙
古
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ま
た
、
『
元
史
』
巻
二
二
回
、
土
日
班
俸
に
よ
る
と
、

西
京
の
北
方
に
い
た
蒙
古
軍
高
戸
の
阿
失
鯨
木
見
〉
丘
町
叶
g
E
H
は
、
大
汗
位
に
つ
い

部
絡
に
と
っ
て
-
新
し
く
開
卒
で
大
汗
位
に
つ
い
た
フ
ビ
ラ
イ
の
権
威
が
ど
の
程
度
の
重
さ
を
持
ち
え
た
か
を
知
る
上
で
恰
好
の
史
料
で
あ
る
。

ち
な
み
に
フ
ピ
ラ
イ
に
比
べ
て
、
嘗
時
の
チ
ン
ギ
ス
汗
一
一
族
の
中
の
最
長
老
で
あ
っ
た
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
ベ
ル
ケ
、

チ
ャ
ガ
タ
イ
家
・
オ
ゴ
タ
イ

家
の
諸
王
、

さ
ら
に
は
そ
ン
ケ
大
汗
の
遺
子
た
ち
の
支
持
を
う
け
た
ア
リ
ク
H

プ
カ
の
権
威
は
正
統
の
大
汗
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
氏
の
述
べ
る
通
り
で
、
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
の
ベ
ル
ケ
な
ど
は
ア
リ
ク

u
ブ
カ
の
名
を
刻
ん
だ
コ
イ
ン
を
護
行
し
て

(
臼
〉

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
リ
ク
H

プ
カ
に
は
多
く
の
蒙
古
千
戸
長
が
従
っ
て
い
た
。
彼
が
カ
ラ
コ
ル
ム
を
失
な
っ
て
以
降
も
、
な
お

多
く
の
千
戸
長
が
従
っ
て
い
た
が
、
結
局
、
最
後
に
多
く
の
千
戸
長
が
ア
リ
ク

u
プ
カ
を
見
限
っ
て
フ
ピ
ラ
イ
に
投
降
し
た
の
は
、

ア
リ
グ
日

プ
カ
が
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
に
任
命
し
た
ア
ル
グ
ゥ
と
の
い
ざ
こ
ざ
に
際
し
て
ア
ル
グ
ゥ
領
に
侵
入
し
、

ア
ル
グ
ゥ
の
軍
と
人
民
を
彼
ら
が
罪
を
犯

し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
無
暗
に
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
「
ア
リ
ク
H

プ
カ
は
、

た
だ
チ
ン
ギ
ス
汗
に
よ
っ
て



一
緒
に
集
め
ら
れ
た
軍
を
虐
殺
す
る
こ
と
だ
け
を
欲
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
彼
に
反
抗
し
な
い
で
い
ら
れ
ょ
う
か
。
」
と
言
っ
て
去
っ
て
い
っ

ハ
臼
)

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
モ
ン
ゴ
ル
大
汗
た
る
ア
リ
ク
H

プ
カ
に
服
従
し
つ
づ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
来
た
る
べ
き
大
汗
位
縫
承
戦
争
が
チ
ン
ギ
ス
汗
が
諸
氏
族
・
語
部
族
を
モ
ン
ゴ
ル
民
族
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
て
以
来
、
は
じ
め
て

大
針
ン
町
ル
距
を
二
分
す
る
本
格
的
武
力
衝
突
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
民
族
は
モ
ン
ゴ
ル
大
汗
の
も
と

(
回
〉

に
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
生
き
て
き
た
二
世
・
三
世
蒙
古
人
が
戦
場
に
お
い
て
信
頼
す
る
に
足
る
戦
力
に
な
り
う
る
か
否
、か
全
く
の
未
知

数
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
に
関
連
し
て
興
味
深
い
事
責
を
紹
介
し
て
お
く
。
『
元
史
』
巻
一
七
三
、
葉
李
博
に
よ
る
と
、
二
一
八
七
年
、
タ
ガ

チ
ャ
ル
の
孫
に
し
て
昔
時
の
オ
ッ
チ
ギ
ン
王
家
の
嘗
主
で
あ
っ
た
ナ
ヤ
ン
が
叛
凱
を
お
こ
し
た
。
フ
ビ
ラ
イ
は
自
ら
叛
観
鎮
座
の
た
め
に
出
撃

フ
ピ
ラ
イ
の
討
伐
軍
に
は
多
く
の
蒙
古
人
が
従
軍
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
は
戦
場
で
あ
い
ま
み
え
た
敵
軍
の
蒙
古
人

と
な
れ
し
た
し
み
、
馬
を
と
め
て
た
が
い
に
モ
ン
ゴ
ル
語
で
話
を
し
、
武
器
を
お
い
て
戦
わ
ず
、
結
局
、
退
却
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
フ
ピ

(
印
〉

ラ
イ
は
、
こ
れ
に
は
困
っ
て
し
ま
い
、
塵
下
の
-漢
軍
を
前
列
に
出
し
て
死
闘
さ
せ
勝
利
し
た
の
で
あ
る
川
フ
ピ
ラ
イ
が
即
位
し
て
か
ら
三

O
年

し
た
。
こ
の
時
、
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ち
か
く
経
過
し
フ
ピ
ラ
イ
大
汗
の
権
威
が
蒙
古

λ
に
浸
透
し
た
と
思
わ
れ
る
時
期
に
な
っ
て
も
、

f

こ
の
‘よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。
以
て
知
る
べ

し
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
わ
か
る
逼
り
、
フ
ピ
ラ
イ
は
自
涯
の
諸
王
・
蒙
古
軍
部
将
・
蒙
古
軍
人
と
い
え
ど
も
情
勢
の
展
開
い
か
ん
で
は

敵
側
に
つ
く
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
を
つ
ね
に
感
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
の
様
々
の
思
惑
を
か
ろ
う
じ
て
ま
と
め
あ
げ
て
誕
生
し

た
フ
ビ
ラ
イ
汗
が
漢
軍
の
軍
事
力
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。

口

直
属
軍
の
形
成

255 

フ
ピ
ラ
イ
が
即
位
し
た
後
、
側
近
の
一
一商
挺
は
フ
ピ
ラ
イ
の
漢
軍
軍
事
力
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
見
透
か
し
た
よ
う
に

3

(
m
w
)
 

「
南
師
は
宜
し
く
還
し
て
乗
輿
に
庖
わ
し
む
べ
し
。
西
師
は
宜
し
く
便
地
に
寧
せ
し
む
べ
し
。
」
と
進
言
句し
て
い
る
。
南
師
正
は
『
元
史
』
巻
-
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二
六
、
廉
希
憲
俸
に
「
明
日
、
即
位
し
中
統
と
建
元
す
。
:
:
:
希
憲
〈
廉
希
憲
〉
上
言
す
ら
く
、
:
・・
:
又
、
・
:
郭
兵
い
ま
だ
還
ら
ず
。
宜
し
く

使
を
遣
り
て
宋
と
好
を
講
じ
、
諸
軍
に
敷
し
て
北
開
せ
し
む
べ
き
を
言
う
。
一
帝
、
皆
こ
れ
に
従
う
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

フ

ビ
ラ
イ
に
従
っ
て
部
州
方
面
で
戦
っ
た
軍
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
フ
ピ
ラ
イ
が
北
還
す
る
に
あ
た
っ
て
残
留
せ
し
め
た
蒙
古
軍
・
漢
軍
は
ジ

(ω) 

ヤ
ラ
イ
ル
部
族
の
長
老
で
フ
ピ
ラ
イ
の
義
兄
の
バ
l
ト
ル
と
張
柔
が
統
轄
し
て
い
た
。
商
挺
は
漢
軍
部
隊
が
多
数
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
残

留
部
陵
を
蹄
還
さ
せ
フ
ビ
ラ
イ
の
一
庖
従
軍
と
す
る
考
え
方
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
寅
際
に
漢
軍
を
フ
ピ
ラ
イ
の
直
属
軍
と
す
る

慮
置
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
フ
ピ
ラ
イ
の
貴
重
な
依
存
兵
力
と
し
て
の
南
師
軍
を
フ
ビ
ラ
イ
の
命
を
う
け
て
無
事
騎

還
さ
せ
た
の
は
、
河
南
経
略
使
と
し
て
、
す
で
に
四
川
か
ら
蹄
還
し
て
い
た
史
天
津
で
あ
っ
た
。

さ
て
フ
ビ
ラ
イ
は
即
位
後
、
積
極
的
に
宿
衡
の
士
を
集
め
た
。
彼
は
潜
邸
以
来
の
怯
醇
の
一
員
で
あ
っ
た
董
文
用
を
波
這
し
、
諸
道
の
兵
か

ら
侍
衡
と
す
べ
き
臨
勇
の
士
を
選
ば
せ
た
。
『
元
史
』
巻
一
回
八
、
董
文
用
停
に
「
世
租
即
位
し
中
統
と
建
元
す
。
文
用
、
詔
を
持
ち
て
漫
郡
に

宣
識
し
且
つ
諸
軍
を
揮
び
て
侍
衡
に
充
つ
。
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
『
元
史
』
巻
四
、
世
組
本
紀
に
「
(
四
月
)
乙
丑
(
陽
暦
、
六
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月
八
日
〉
諸
道
の
兵
六
千
五
百
人
を
徴
し
て
京
師
に
赴
か
せ
て
宿
衛
せ
し
む
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
六
月
八
日
、
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
六
千
五

百
人
の
兵
士
が
上
都
開
卒
府
に
集
め
ら
れ
て
宿
衛
と
な
っ
た
。
こ
の
事
に
関
連
し
て
『
元
史
』
巻
九
九
、
宿
衡
の
僚
に
は
、

か
ね

世
組
中
統
元
年
四
月
、
随
路
の
管
箪
寓
戸
に
議
し
て
嘗
て
蔦
戸
三
寄
に
従
い
て
西
征
せ
る
軍
人
あ
ら
ば
、
悉
く
遣
り
て
京
師
に
至
り
て
防

城
軍
に
充
て
し
む
。
忙
古
鰐
軍
三
百
一
十
九
人
、
巌
首
門
戸
軍
一一
千
三
百
四
十
五
人
、

済
南
路
軍

一
百
四
十
人
、

人
、
札
査
刺
軍
一
百
四
十
五
人
、
馬
穂
管
軍
一
百
四
十
四
人
。

脱
赤
刺
軍
一
百
四
十
九

と
あ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
董
文
用
が
侍
衛
兵
徴
集
の
た
め
に
波
遣
さ
れ
た
際
、
持
参
し
た
詔
に
は
「
嘗
て
蔦
戸
三
寄
に
従
い
て
西
征
せ

る
軍
人
あ
ら
ば
悉
く
這
り
て
京
師
に
至
り
て
防
城
箪
に
充
て
よ
。
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
元
朝
の
侍
衛
親
軍
は
成
立
嘗

初
武
衡
軍
と
稽
し
て
い
た
が
、

『
金
史
』
巻
五
六
、
武
衛
軍
都
指
揮
使
可
の
僚
に
は
、
「
都
城
を
防
衛
し
盗
賊
を
警
捕
す
る
を
掌
る
」
と
あ
り
、

武
衛
軍
と
は
ま
さ
し
く
京
師
防
城
軍
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
フ
ビ
ラ
イ
の
詔
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
兵
が
元
初
の
武
衛
軍



〈

印

〉

を
構
成
し
武
衛
軍
は
侍
衛
親
箪
へ
護
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
那
経
の
進
言
通
り
フ
ピ
ラ
イ
の
宿
衛
を
強
化
す
る
目
的
で
集
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
兵
が
何
故
京
師
防
城
軍
と
か
武
衡
軍
と
稿
せ
ら

れ
た
の
か
に
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
お
き
た
い
。
異
稿
の
理
由
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ピ
ラ
イ
の
左
右
に
は
、
す
で
に
潜
邸
時
代
以
来
の
怯

て

醇
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

子
弟
を
網
羅
し
た
モ
ン
ゴ
ル
大
汗
の
怯
醇
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
常
に
意
を
用
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
『
元
史
』
巻
一
一
一

フ
ピ
ラ
イ
は
自
ら
の
怯
醇
は
怯
醇
と
し
て
育
成
し
蒙
古
千
戸
長
・
百
戸
長
・
十
戸
長
、
そ
の
他
有
力
者
の

六、

一安
一
童
俸
に
、

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

安
童
、
木
華
梨
の
四
世
の
孫
に
し
て
覇
突
魯
の
長
子
な
り
。
中
統
初
、
世
租
、
元
動
を
追
録
し
、
召
し
入
れ
て
宿
衛
に
長
と
せ
し
む
。
年

方
に
十
三
に
し
て
位
は
百
僚
の
上
に
在
り
。
ハ
圏
黙
、
筆
者
〉

と
か
、
『
元
史
』
巻
一
一
一

O
、
察
牢
博
、
ー
亦
力
撒
合
の
候
に
、

至
元
十
年
、
貴
族
の
子
を
揮
び
て
宿
衝
に
備
せ
し
む
。

-19一

モ
ン
ゴ
ル
大
汗
に
即
位
し
た
フ
ビ
ラ
イ
の
怯
醇
は
、
諸
貴
胃
・
元
動
・
世
臣
の
子
弟
を
中

心
と
し
た
も
の
に
再
編
撲
大
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ピ
ラ
イ
の
怯
醇
が
存
在
し
て
い
た
以
上
、
新
し
く
漢
軍
の
精
鋭
に

J

よ
っ
て
-編
成
さ
れ
た
一
軍
の
設
置
の
目
的
が
フ
ピ
ラ
イ
の
生
命
を
守
る
親
衛
の
役
割
に
あ
っ
た
と
し
て
も
南
者
を
匡
別
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
た
だ
し
一、
雨
者
を
、フ
ビ
ラ
イ
の
生
命
を
守
る
親
衡
と
い
う
側
面
か
ら
と
ら
え
た
場
合
に
は
さ
し
た
る
差
異
は
な
か
っ
た
。
『
元
史
』

各
九
九
、
兵
志
が
宿
衛
の
項
の
下
に
、
怯
醇
と
侍
衛
親
算
を
一
括
し
て
並
記
し
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
怯
醇
も
侍
街
親
事

も
一
外
の
諸
蒙
古
寧
・
諸
漢
軍
か
ら
み
た
場
合
、
禁
軍
で
あ
る
黙
に
相
違
は
な
い
の
で
あ
る

O

A

こ
こ
に
フ
ビ
ラ
イ
を
中
心
と
す
る
禁
箪
と
い
う

同
心
園
の
内
園
を
怯
辞
が
占
め
外
国
を
侍
街
親
軍
が
占
め
る
禁
軍
艦
制
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
こ
で
先
掲
の
『
元
史
』
拳
九
九
、

一宿
衡
の
僚
に
た
ち
も
ど
る
と
、
武
衛
軍
と
し
て
一結
集
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
も
と
宮
内
戸
三
寄
に
従
っ

て
西
征
に
従
軍
し
た
軍
一大
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
井
戸
一
公
氏
は
慧
眼
に
も
こ
の
寓
戸
三
寄
が
史
天
津
に
あ
た
る
と
の
剣
断
を
示
し
て
い
る
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
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こ
の
黙
は
史
天
津
が
史
乗
直
の
第
三
子
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
『
元
史
』
巻
一
五
四
、
李
準
俸
に
、
河
南
経
略
大
使
史
天

浮
が
諸
道
の
臨
勇
の
者
を
選
ん
で

モ
ン
ケ
の
西
征
に
従
っ
た
際
、
選
ば
れ
て
線
把
と
な
っ
た
李
道
が
、
世
組
問
位
に
と
も
な
い
侍
衛
親
軍
に
入

っ
た
と
あ
る
例
に
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
創
設
期
の
武
衛
軍
の
ち
の
侍
衡
親
軍
の
将
校
の
過
半
が
史
天
津
の
下
で
西
征
に
参
加
し
た

(
初

)

人
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
史
天
津
麿
下
の
西
征
軍
が
再
結
集
さ
せ
ら
れ
た
か
と
言
え
ば
、
す
で
に
述
べ
た
通

り
、
漢
人
世
侯
軍
か
ら
精
鋭
を
よ
り
す
ぐ
っ
て
編
成
し
た
こ
の
軍
は
史
天
津
の
統
轄
の
下
に
、
四
川
の
モ
ン
ケ
汗
の
陣
営
に
お
い
て
モ
ン
ケ
汗

の
宿
衡
の
任
に
あ
た
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
軍
こ
そ
大
汗
の
宿
衛
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
軍
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
フ
ピ
ラ
イ
は
、

か
く
の
ご
と
く
史
天
津
麿
下
と
し
て
西
征
に
参
加
し
た
精
鋭
を
宿
衛
と
し
て
上
都
開
卒
に
集
め
た
あ
と
、
『
元
史
』
巻

四
、
世
組
本
紀
に
よ
れ
ば
、

一
二
六

O
年
七
月
八
日
(
リ
陽
暦
、
以
下
同
様
)
、

と
に
関
連
し
て
は
『
元
史
』
巻
九
九
、
兵
士
山
、

鎮
成
に

今
度
は
各
地
方
か
ら
三
高
の
兵
士
を
燕
京
に
集
め
た
。

こ
の
こ

世
組
中
統
元
年
五
月
、

漢
軍
首
門
戸
に
詔
し
て
各
本
管
の
新
奮
軍
内
よ
り
軍
人
を
摘
設
し、

衣
甲
器
伎
を
備
え
て
官
を
差
し
領
し
て
燕
京
の

近
地
に
赴
き
て
屯
駐
せ
し
む
。
高
戸
史
天
津
一
高
四
百
三
十
五
人
、
張
馬
寄
二
百
四
十
人
、
解
成
一
千
七
百
六
十
人
、
札
叱
刺
四
百
六
十
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六
人
、
斜
良
抜
都
八
百
九
十
六
人
、
扶
溝
の
馬
軍
奴
一
百
二
十
九
人
、
内
黄
の
鏑
木
児
一
百
四
十
四
人
、
越
奴
懐
四
十
一
人
、
部
俊
の
勝

都
古
六
十
五
人
。

と
あ
る
。
右
に
穆
げ
ら
れ
て
い
る
諸
軍
の
組
計
一
高
四
千
一
百
七
十
六
人
中
、
首門
戸
史
天
津
が
差
し
出
し
た
兵
数
は一

寓
四
百
三
十
五
人
で
あ

る
。
史
天
津
の
フ
ピ
ラ
イ
に
相到
す
る
貢
献
は
文
字
通
り
群
を
抜
い
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
『
元
史
』
巻
四
、
世
租
本
紀
に
よ
れ
ば
、

一
二
六

O
年
七
月
二
八
日
、

フ
ビ
ラ
イ
は
東
卒
蔦
戸
巌
忠
済
ら
諸
終
に
命
じ
て
一
高
五

千
の
臨
勇
の
土
を
開
卒
に
迭
ら
せ
て
い
る
。

な
お
フ
ピ
ラ
イ
は
巧
妙
に
も
右
に
述
べ
た
よ
う
に
諸
道
の
精
鋭
を
中
央
に
集
め
る
措
置
を
と
り
つ
つ
、

一
二
六

O
年
七
月
八
日
、

潜
邸
の
嘗

臣
を
中
心
に
し
た
信
臣
を
宣
撫
使
と
し
て
支
配
下
の
漢
地
十
道
に
汲
遣
し
、
地
方
の
統
制
に
あ
た
ら
せ
、
彼
ら
を
通
し
て
封
ア
リ
ク
日
プ
カ
戦



(

ね

〉

争
に
必
要
な
兵
員
・
軍
糧
・
軍
需
な
ど
を
吸
い
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
河
南
経
略
使
史
天
津
は
河
南
宣
撫
使
を
命
ぜ
ら
れ
て
い

る

さ
て
以
上
の
ベ
て
き
た
フ
ピ
ラ
イ
の
禁
軍
と
し
て
の
武
衛
軍
の
ち
の
侍
衛
親
軍
の
編
成
、
燕
京
附
近
に
屯
駐
さ
せ
る
た
め
の
三
高
の
漢
軍
の

徴
集
、
開
卒
へ
の
一
高
五
千
の
漢
軍
の
精
鋭
の
集
結
の
事
案
は
、

フ
ピ
ラ
イ
が
成
立
聞
も
な
い
元
朝
政
権
の
基
幹
兵
力
の
擦
り
所
を
一
方
に
お

い
て
漢
寧
に
求
め
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
フ
ピ
ラ
イ
直
属
軍
形
成
の
過
程
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
改
め
て
史
天
津
の
か
か
わ
り
の
大
き
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ま
ず
、
都
州

の
役
に
参
加
し
た
フ
ビ
ラ
イ
塵
下
の
漢
軍
は
オ
ゴ
タ
イ
汗
の
創
設
し
た
三
漢
軍
高
戸
の
う
ち
の

、一
高
戸
に
し
て
モ
ン
ケ
朝
の
河
南
経
略
使
で
あ

っ
た
史
天
津
と
か
か
わ
り
の
深
い
漢
人
世
侯
の
部
隊
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
次
に
、
即
位
後
の
フ
ビ
ラ
イ
に
と
っ
て
貴
重
な
依
存
兵
力

(

花

)

と
な
る
べ
き
那
州
方
面
残
留
蒙
古
軍
・
漢
軍
諸
部
隊
を
南
宋
領
か
ら
無
事
回
牧
す
る
大
役
を
果
し
た
の
が
史
天
津
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
フ
ピ
ラ

イ
の
禁
軍
た
る
武
衛
軍
の
ち
の
侍
衛
親
軍
は
、
か
つ
て
諸
漢
人
世
侯
軍
か
ら
精
鋭
を
よ
り
す
ぐ
り
、
史
天
津
の
指
揮
下
に
四
川
の
そ
ン
ケ
汗
の

さ
ら
に
燕
京
守
備
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
一
高
四
千
一
百
七
十
六

- 21一

軍
替
の
宿
衡
の
任
巴
あ
た
っ
て
い
た
部
隊
を
再
結
集
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

人
の
鎖
成
軍
の
う
ち
、

て
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
高
四
百
三
十
五
人
は
史
天
津
が
差
し
出
し
た
兵
員
で
あ
っ
た
。

な
お
、
『
元
史
』
巻
一
五
五
、
史
天
津
俸
に
は
、

フ
ビ
ラ
イ
直
属
軍
の
形
成
は
史
天
津
の
貢
献
な
く
し

中
統
元
年
、
世
組
即
位
し
、
首
ず
天
津
を
召
し
て
問
う
に
治
園
安
民
の
遁
を
以
て
す
。
即
ち
具
さ
に
疏
し
て
以
て
針
う
。

と
あ
り
、
史
天
津
が
フ
ピ
ラ
イ
の
政
権
づ
く
り
に
最
初
か
ら
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

フ
ピ
ラ
イ
は
誕
生
聞
も
な
い
フ
ピ
ラ
イ
政
権
に
お
け
る
史
天
津
の
重
要
な
役
割
を
十
分
認
識
し
て
い
た
。
彼
は
、

(η) 

目
、
首
門
戸
史
天
津
に
銀
一
蔦
五
千
南
を
賜
わ
っ
た
。
先
一
帝
モ
ン
ケ
に
庖
従
し
て
功
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
名
目
で
あ
る
が
、
勿
論
、

政
権
に
謝
す
る
貢
献
を
許
債
し
、
今
後
の
働
き
を
期
待
す
る
一
意
味
あ
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
八
月
一
五
日
、
フ
ピ
ラ
イ
は

史
天
津
に
劃
し
て
漢
軍
軍
官
の
中
で
最
高
の
江
准
諸
翼
軍
馬
経
略
使
と
い
う
稽
競
を
輿
え
た
の
で
あ
っ
た
。
史
天
津
の
賜
わ
っ
一た
銀
一
高
五
千

一
二
六

O
年
八
月

フ
ピ
ラ
イ
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雨
が
い
か
に
巨
額
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
以
下
の
事
買
を
考
え
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
年
に
フ
ビ
ラ
イ
が
親
族
・

(
引
凶
〉

諸
王
た
ち
に
輿
え
た
歳
賜
銀
雨
は
五
千
雨
を
超
え
る
ー
例
が
な
い
の
で
あ
る
。

五

大
汗
位
縫
承
戦
争
に
お
け
る
漢
軍
の
役
割

ア
リ
ク
H

プ
カ
と
の
戦
争
は
、
西
方
の
四
川
・
甘
粛
方
面
と
東
方
の
内
蒙
古
・
カ
ラ
コ
ル
ム
方
面
で
戟
わ
れ
た
。
西
部
戦
線
は
ア
リ
ク
H

ブ

カ
が
モ
ン
ゴ
リ
ア
か
ら
波
遣
し
て
き
た
軍
と
四
川
・
甘
粛
に
残
留
し
て
い
た
モ
ン
ケ
汗
中
軍
中
の
ア
リ
ク
川
ブ
カ
波
蒙
古
軍
が
合
流
し
、
フ
ビ

ラ
イ
が
波
遣
し
た
軍
と
フ
ピ
ラ
イ
に
同
調
す
る
四
川
・
甘
粛
勢
力
の
連
合
軍
と
の
聞
で
戦
わ
れ
た
。
一
方
、
東
部
戦
線
で
は
フ
ピ
ラ
イ
親
征
軍

と
ア
リ
ク
H

ブ
カ
親
征
軍
が
衝
突
し
た
。
戦
争
は
西
部
戦
線
に
お
い
て
開
始
し
た
。
そ
し
て
西
部
戦
線
で
フ
ピ
ラ
イ
側
が
勝
利
し
た
こ
と
は
戦

局
に
大
き
く
影
響
し
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
商
戦
線
の
戦
闘
の
展
開
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
徐
裕
は
な
く
、
す
で
に
田
村
寅
造
氏
・
杉
山
正

(

万

)

明
氏
の
業
績
も
あ
る
の
で
、
本
軍
で
は
、
雨
雄
が
劉
決
し
主
戦
場
と
な
っ
た
東
部
戦
線
に
つ
い
て
漢
軍
の
活
躍
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

フ
ピ
ラ
イ
は
中
統
元
年
、
一
二
六

O
年
秋
、
ア
リ
ク
へ
フ
カ
と
の
針
決
の
た
め
に
北
上
し
た
。
彼
は
戟
聞
に
勝
利
し
、
カ
ラ
コ
ル
ム
を
保
持

し
た
。
こ
の
戦
闘
に
つ
い
て
フ
ビ
ラ
イ
自
身
一
二
六
一
年
一
月
の
聖
旨
の
中
で
、
汗
の
オ
ル
ド
の
人
民
が
爽
蹄
し
、
そ
の
他
の
多
く
の
兵
士
と

(
符
)

人
民
が
降
服
し
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
フ
ピ
ラ
イ
親
征
に
お
け
る
漢
軍
の
役
割
で
あ
る
が
、
ラ
シ

l
ド
は
、
こ
の
親
征
に
漢
軍

し
か
し
、
こ
の
た
び
の
フ
ピ
ラ
イ
親
征
軍
中
に
漢
軍
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

- 22ー

が
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

が
漢
文
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

フ
ビ
ラ
イ
親
征
軍
中
に
漢
軍
が
参
加
し
カ

ラ
コ
ル
ム
方
面
で
戦
っ
た
事
寅
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
元
朝
史
・
モ
ン
ゴ
ル
史
研
究
の
分
野
で
全
く
無
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

一
二
六

O
年
の
フ
ピ
ラ
イ
の
ア
リ
ク
H

ブ
カ
親
征
に
参
加
し
フ
ピ
ラ
イ
の
た
め
に
戦
っ
た
漢
人
を
一
示
し
検
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。
史
料
上
、

こ
の
親
征
に
参
加
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
史
天
津
・
董
文
痢
・
鄭
江
・
李
仁
結
・
孔
元
・
劉
復
亨
・
皇
毅
・
茶
珍
・
鮮
卑
準
の
九
名

で
あ
る
。



史
天
津

フ
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
に
深
く
か
か
わ
っ
た
漢
人
の
大
立
物
で
あ
り
、

か
つ
フ
ビ
ラ
イ
の
禁
軍
た
る
武
街
軍
の
事
寅
上
の
産
み
の

親
で
あ
っ
た
史
天
津
は
フ
ビ
ラ
イ
の
ア
リ
ク
H

ブ
カ
親
征
に
庖
従
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
)
円
牧
巷
集
』
巷
一
九
、

に
「
世
租
:
:
:
天
位
を
践
む
に
及
ん
で
首
ず
以
て
中
書
左
右
司
郎
中
と
な
す
。
:
:
:
其
の
多
、
一
帝
、
自
ら
賂
に
叛
王
を
漢
北
に
討
た
ん
と
す
。

ま
た
、
『
秋
澗
文
集
』
巻
八

O
、
中
堂
事
記
の
中
統
二
年
(
一

参
知
政
事
責
公
神
道
碑

漢
人
は
惟
だ
丞
相
史
忠
武
公
及
び
公
の
二
人
の
者
の
み
従
う
。
」
と
あ
る
こ
と
、

二
六
一
)
二
月
の
僚
に
、

フ
ビ
ラ
イ
の
旨
を
う
け
て
開
卒
に
む
け
て
北
上
中
の
燕
京
行
省
官
の
一
行
が
居
庸
南
口
で
南
下
し
て
き
た
河
南
経
略

使
史
天
津
と
禽
い
、
彼
の
ロ
か
ら
フ
ピ
ラ
イ
が
漢
北
か
ら
掃
還
し
て
き
た
こ
と
、

ア
リ
ク
H

ブ
カ
が
敗
北
遁
去
し
た
こ
と
を
聞
い
て
喜
ん
だ
と

あ
る
記
事
な
ど
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。

中
統
二
年
に
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
に
任
ぜ
ら
れ
る
'董
文
痢
が
、
フ
ビ
ラ
イ
親
征
に
庖
従
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
秋
澗
文
集
』
巻
八

O
、
中
堂
事
記
の
中
統
二
年
正
月
十
日
の
僚
に
、
「
親
衛
董
文
痢
字
彦
明
、
藁
城
の
人
、
北
庭
よ
り
来
た
る
。
¥我
が
軍
の
大
捷
を
知
り
中
外
稽
慶

す
。
」
と
あ
り
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
か
ら
フ
ビ
ラ
イ
の
大
勝
利
を
燕
京
行
省
広
知
ら
せ
て
き
た
の
が
親
衛
の
董
文
痢
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
裏
附
け
ら
れ

董
文
痢

る
。
ま
た
『
元
史
』
巷
四
、
世
組
本
紀
、
中
統
二
年
八
月
の
僚
に
「
甲
寅
、
董
文
柄
終
い
る
所
の
江
を
渡
り
及
び
北
征
し
て
功
あ
る
者
二
十
二

人
に
銀
各
五
十
雨
を
賞
す
。
」
と
あ
り
、
フ
ピ
ラ
イ
に
属
従
し
て
北
征
に
参
加
し
た
董
文
痢
に
は
多
く
の
終
校
が
従
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

鄭
江
口
『
秋
澗
文
集
』
巻
八
二
、
中
堂
事
記
に
よ
れ
ば
、
中
統
二
年
六
月
に
侍
街
親
軍
副
都
指
揮
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
鄭
江
に
つ
い
て
『
元

史
』
巻
二
ハ
六
、
鄭
義
俸
に
は
、
「
子
津
襲
ぐ
。
蔦
戸
史
天
津
に
従
い
て
出
征
す
。
多
く
戟
功
を
立
つ
。
年
老
も
て
、
弟
江
そ
の
職
を
代
わ
る
。

世
粗
北
征
し
、
金
符
を
賜
い
、
侍
街
親
軍
副
都
指
揮
使
・
剣
武
街
軍
事
・
粂
景
州
軍
民
人
匠
長
官
を
授
く
。
と
あ
り
。
」
彼
が
中
統
元
年
の
フ

- 23一

ビ
ラ
イ
親
征
に
参
加
し
た
こ
と
が
確
定
で
き
る
。

李
仁
一
筋
い
の
ち
に
後
衛
親
軍
総
管
と
な
っ
た
李
仁
一
柘
の
停
記
『
静
州
文
集
』
巻
二
ハ
、
大
元
明
威
賂
箪
後
衛
親
軍
線
管
李
公
先
壁
碑
銘
に

よ
る
と
、
「
壬
成
、
憲
宗
南
征
し
、
兵
を
賂
い
て
史
忠
武
公
に
隷
し
、
巴
州
に
至
り
て
能
く
敵
を
却
け
諸
柵
を
攻
め
:
:
:
中
統
元
年
、
今
上
、

北
征
し
復
た
兵
を
賂
い
て
忠
武
に
隷
し
吉
河
に
至
る
。

J
:
:
憲
宗
南
征
の
時
、
詔
し
て
白
金
一
挺
を
賞
し
)
北
征
の
時
、
今
上
、
錦
衣
二
裂
を
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賞
す
。
」
と
あ
り
、

か
つ
て
兵
を
終
い
て
史
天
津
に
属
し
て
憲
宗
南
征
に
庖
従
し
た
こ
と
の
あ
る
李
仁
祐
は
、
中
統
元
年
、

フ
ビ
ラ
イ
の
北
征

の
際
に
も
丘
ハ
を
持
い
て
史
天
津
に
属
し
て
進
軍
し
士
口
河
ま
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。
士
口
河
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
が
、
銘
文
に
「
北
し
て
沙
漠
に

至
る
」
と
あ
り
、
李
仁
一
疏
が
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
攻
め
こ
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
史
料
は
、
史
天
津
が
武
衛
軍
を
率
い
て
フ
ピ
ラ

イ
に
庖
従
し
北
征
に
参
加
し
た
こ
と
の
有
力
な
根
擦
と
な
る
史
料
で
あ
る
。

孔
元

の
ち
に
侍
衛
親
軍
千
戸
、
右
衛
親
軍
総
管
と
な
る
孔
元
は
、
『
元
史
』
巻

一
六
五
、
孔
元
俸
に
「
歳
丁
酉
、
家
を
棄
て
て
従
軍
し
、

丞
相
史
天
津
の
麿
下
に
隷
す
。
:
:
:
中
統
元
年
、
庖
駕
北
征
す
。
」
と
あ
り
、
史
天
津
の
麿
下
と
し
て
フ
ピ
ラ
イ
の
北
征
に
庖
従
し
た
の
で
あ

る

武
街
軍
副
都
指
揮
使
、
左
翼
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
と
な
っ
た
劉
復
亨
は
、
も
と
東
卒
の
漢
人
世
侯
巌
賓
の
部
将
で
あ
っ
た
が
、

『
元
史
』
巻
一
五
二
、
劉
通
俸
に
よ
る
と
、
「
憲
宗
西
征
し
復
亨
高
戸
を
揺
し
、
東
卒
の
軍
馬
を
統
べ
て
釣
魚
山
苦
竹
案
を
攻
め
て
功
あ
り
。
師

劉
復
亨

還
り
て
徳
州
軍
民
総
管
を
粂
ぬ
。
中
統
元
年
、
旨
を
奉
じ
て
和
林
ハ
カ
ラ
コ
ル
与
を
成
り
、
還
り
て
虎
符
を
授
け
ら
れ
武
衛
軍
副
都
指
揮
使
に

し
か
し
、
内
容
を
吟
味
す
れ
ば
、
彼
が
モ
ン
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準
む
。
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
劉
復
亨
の
俸
記
中
に
は
史
天
沼
津
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。

ケ
汗
の
命
に
よ
っ
て
東
卒
の
漠
人
世
侯
巌
忠
済
の
麿
下
軍
か
ら
選
ば
れ
た
精
鋭
を
率
い
て
史
天
津
の
指
揮
下
に
四
川
の
釣
魚
山
で
戦
い
、

ケ
死
去
後
、
原
陵
に
復
蹄
し
、
徳
州
軍
民
総
管
を
粂
任
し
て
い
た
。
そ
し
て
フ
ビ
ラ
イ
の
武
衛
軍
徴
集
の
詔
に
鷹
じ
て
、
再
び
か
つ
て
そ
ン
ケ

モ
ン

汗
の
西
征
に
従
っ
た
東
卒
の
精
鋭
を
率
い
て
開
卒
に
赴
き
、
武
衛
軍
将
校
と
な
り
、

フ
ピ
ラ
イ
の
ア
リ
ク
H

ブ
カ
親
征
に
従
軍
し
て
、

ア
リ

ク
ー
フ
カ
放
棄
後
の
カ
ラ
コ
ル
ム
を
守
っ
た
の
ち
蹄
還
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

カ
ラ
コ
ル
ム
を
守
っ

た
劉
復
亨
に
は
東
卒
の
精
鋭
が
従
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

皇
窓

口

『
常
山
貞
石
志
』
巻
二
一
、
皇
毅
墓
誌
銘
に
よ
る
と
、
董
文
荊
の
摩
下
の
賂
で
あ
っ
た
皇
毅
は
、
「
世
組
、
蹄
り
て
大
位
に
即
く
。

脱
字

師
を
和
林
(
カ
ラ
コ
ル
ム
〉
の
北
に
出
し
、
批
士
五
十
人
を
将
い
し
め
、
口
抜
都
以
行
、
叉
功
有
り
。
」
と
あ
り
、
彼
も
フ
ピ
ラ
イ
の
親
征
に
参

カ
ラ
コ
ル
ム
の
北
で
戦
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
の
ち
前
衛
侍
衡
親
軍
千
戸
と
な
っ
て
い
る
。

加
し
、



茶
珍
日
『
元
史
』
巻
二
ハ
六
、
薬
珍
俸
に
よ
る
と
、
「
珍
、
素
よ
り
醸
勇
た
り
。
歳
戊
午
、
憲
宗
に
従
い
て
宋
の
合
州
釣
魚
山
を
攻
む
。

中
統
元
年
、
世
租
に
従
い
て
阿
里
不
寄
を
征
す
。
:
:
:
南
方
卒
ぎ
、
迭
に
入
り
て
宿
衡
に
備
う
。」
と
あ
り
、

彰
徳
安
陽
出
身
の
秦
珍
も
ア
リ

ク
u
eフ
カ
に
劃
す
る
フ
ピ
ラ
イ
の
親
征
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
の
ち
後
衛
親
軍
千
戸
と
な
っ
て
い
る
。

『
元
史
』
巻
一
六
五
、
鮮
卑
仲
士
口
俸
に
よ
る
と
、
「
子
準
:
:
・
中
統
元
年
、
金
符
を
賜
い
、
駕
に
庖
い
て
阿
里
不
寄
を
征
し
、
功

鮮
卑
準

を
以
て
上
賞
を
受
く
。
」
と
あ
る
。
彼
は
の
ち
に
侍
衛
親
軍
千
戸
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
が
一
二
六

O
年
の
フ
ピ
ラ
イ
の
ア
リ
ク
H

ブ
カ
親
征
に
庖
従
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
上
明
白
な
漢
軍
関
係
者
で
あ
る
。
さ
て
董
文
痢
・

李
仁
一
肺
・
皇
毅
に
つ
い
て
は
部
勝
と
し
て
兵
を
賂
い
て
い
た
こ
と
が
明
記
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
他
の
人
物
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
し
か

る
べ
き
人
数
の
部
下
の
兵
を
賂
い
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
首
数
の

漢
軍
が
フ
ピ
ラ
イ
の
親
征
に
愚
従
し
、

カ
ラ

コ
ル
ム
方
面
で
戦
っ
た
こ
と
が
歴
然
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
彼
ら
の
フ
ビ
ラ
イ
軍
中
に
お
け
る
役
割
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
手
が
か
り
は
、

た
ち
の
経
歴
の
中
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、

い
ま
取
り
奉
げ
た
人
物
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フ
ビ
ラ
イ
政
権
の
成
立
に
深
く
か
か
わ
っ
て
き
た
寅
力
者

で
、
し
か
も
、

フ
ピ
ラ
イ
の
武
衡
軍
の
将
兵
た
ち
の
大
部
分
を
、

か
つ
て
四
川
の
そ
ン
ケ
汗
の
陣
営
で
塵
下
と
し
て
い
た
史
天
津
が
こ
の
フ
ピ

ラ
イ
の
親
征
に
参
加
し
て
い
た
。
李
仁
一
痛
と
劉
復
亨
と
察
珍
は
四
川
の
モ
ン
ケ
汗
陣
営
で
戟
っ
た
経
歴
を
も
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
劉
復
亨
は
フ

ピ
ラ
イ
即
位
に
と
も
な
い
、
武
衛
軍
副
都
指
揮
使
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
史
天
津
の
指
揮
下
に
そ
ン
ケ
の
西
征
に
従
っ
た
精
勇
を
再
結
集

し
武
衛
軍
を
設
置
し
た
事
貧
と
割
腹
し
て
い
る
。
ま
た
、
孔
元
と
李
仁
一
筋
と
は
史
天
津
麿
下
の
絡
と
あ
り
、
と
く
に
李
仁
拡
の
俸
記
に
は
、
史

天
津
に
所
属
し
て
兵
を
賂
い
て
四
川
で
戦
い
、
こ
の
た
び
も
史
天
津
に
所
属
し
て
兵
を
賂
い
て
モ
ン
ゴ
リ
ア
方
面
で
戦
っ
た
と
明
記
し
て
い

る
。
董
文
痢
以
北
征
か
ら
蹄
還
し
て
す
ぐ
に
侍
衡
親
軍
都
指
揮
使
、
鄭
江
は
侍
衛
親
軍
副
都
指
揮
使
、
劉
復
亨
は
武
衛
軍
副
都
指
揮
使
に
任
じ

ら
れ
て
い
る
。
李
仁
疏
・
孔
元
・
皇
毅
・
秦
珍
・
鮮
卑
準
も
の
ち
に
侍
衛
親
軍
の
高
官
と
な
っ
て
い
っ
た
。
以
上
の
諸
貼
を
総
合
し
て
み
る

い
ず
れ
も
武
衛
軍
賂
校
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
部
下
を
賂
い
て
フ
ビ
ラ
イ
汗
に
愚
従
し
、
彼
ら
を
史
天
津
が
統

263 

と
、
い
ま
取
り
奉
げ
た
人
物
は
、



264 

率
し
て
い
た
す
が
た
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

わ
か
っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

フ
ピ
ラ
イ
は
自
ら
の
運
命
を
賭
け
た
こ
の
ア
リ
ク
日
プ
カ
親
征
に
禁
軍
た

る
武
衛
軍
を
随
伴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
武
衛
軍
が
禁
軍
で
あ
る
以
上
、
戦
場
に
お
い
て
は
フ
ビ
ラ
イ
の
親
衛
軍
と
し
て
フ
ピ
ラ
イ
を

守
護
す
る
中
軍
の
中
核
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

怯
醇
が
構
成
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

フ
ビ
ラ
イ
の
中
軍
の
中
核
の
残
り
の
一
一
部
は
フ
ピ
ラ
イ
の

さ
て
以
上
の
フ
ビ
ラ
イ
親
征
軍
の
中
援
と
し
て
の
武
衛
箪
・
怯
酵
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
、
『
元
史
』
巻
一
四
七
、
張
柔
博
に
、

中
統
元
年
、
世
租
即
位
し
、
詔
し
て
師
を
班
す
。
阿
里
不
寄
反
し
世
組
北
征
す
。
柔
に
詔
し
て
衛
に
入
れ
、
底
胸
河
に
至
り
て
詔
あ
り
、

こ
れ
を
止
む
。
そ
の
兵
の
三
千
五
百
を
分
け
て
京
師
を
衛
ら
し
め
、
子
の
弘
慶
を
以
て
質
と
な
す
。

か
つ
て
フ
ピ
ラ
イ
が
郭
州
か
ら
北
還
す
る
際
に
バ
l
ト
ル
と
と
も
に
留
め
て
残
留
蒙
古
部
陵
・
漢
軍
部
隊
を
統
轄
せ
し
め
た

ケ
ル

ν
γ
(村
川

)

張
柔
が
相
嘗
数
の
兵
を
率
い
て
フ
ピ
ラ
イ
の
北
征
に
同
行
し
、
瞳
胸
河
の
所
で
本
隊
と
分
れ
て
残
留
し
、
後
詰
に
ま
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
踊
胸
河
残
留
張
柔
軍
か
ら
三
千
五
百
人
を
割
い
て
京
師
の
防
衛
に
ふ
り
む
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
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か
く
の
加
く
フ
ビ
ラ
イ
は
一
二
六

O
年
多
の
そ
ン
ゴ
リ
ア
方
面
に
お
け
る
ア
リ
ク
H

ブ
カ
と
の
戦
い
に
お
い
て
も
漢
軍
兵
力
に
依
存
す
る
こ

と
大
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
東
部
戦
線
で
は
こ
の
あ
と
一
一
一
六
一
年
多
、

上
都
開
卒
方
面
で
ア
リ
ク
M

ブ
カ
親
征
軍
と
フ
ビ
ラ
イ
親
征
軍
の
激
戦
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
以
降
は
、
も
は
や
雨
者
の
激
突
は
な
く
、

一
二
六
四
年
の
ア
リ
ク
H

プ
カ
投
降
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、

一
一
一
六
一
年
多

の
禽
戦
に
い
た
る
経
緯
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ア
リ
ク
H

ブ
カ
は
一
二
六

O
年
多
に
フ
ピ
ラ
イ
側
に
撃
破
さ
れ
、
カ
ラ
コ
ル
ム
を
棄
て
て
キ

(

向

山

)

ル
ギ
ス
方
面
へ
撤
退
し
た
。
ラ
シ
l
ド
に
よ
る
と
彼
は
フ
ピ
ラ
イ
に
糾
問
し
て
降
服
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
二
六
一
年
多
に

な
る
と
、
彼
は
フ
ビ
ラ
イ
が
カ
ラ
コ
ル
ム
に
鎖
成
さ
せ
て
お
い
た
部
隊
を
撃
破
し
、

フ
ピ
ラ
イ
と
の
決
戦
の
た
め
に
南
下
し
て
き
た
。
『
元
史
』

巻
四
、
世
租
本
紀
に
よ
れ
ば
、

フ
ビ
ラ
イ
と
ア
リ
ク
H

プ
カ
と
の
決
戦
は
一
二
六
一
年
一
一
月
二
七
日
(
陰
暦
、
十
一
月
壬
戊
)
、
上
都
開
卒
府



の
北
骨
が
い
蕗
見
の
地
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
背
山村
正
に
お
け
る
フ
ビ
ラ
イ
寧
の
陣
容
に
つ
い
て
『
元
史
』
巻
↓
一
一

O
、
北
赤
台
停
、

怯
台
の
篠
に
は
、

レ

ト

ク

カ

ダ

ソ

ウ

ハ

ウ

ト

マ
γ
グ

ト

タ

ガ
チ
ヤ
ル

こ
こ
に
お
い
て
石
木
温
都
の
地
に
戦
う
。
諸
王
仏
ロ
丹
・
鮒
馬
職
員
と
冗
魯
・
忙
冗
、
右
に
居
り
、
諸
王
塔
察
見
お
よ
び
太
丑
台
、
左
に
居

〈

均

〉

と
あ
り
、
ラ
シ

l
ド
も
ほ
ぼ
同
様
の
陣
容
を
償
問
え
て
い
る
。
南
史
料
と
も
漢
人
の
活
躍
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

貧

り
、
合
必
赤
、
中
軍
を
賂
う
。

は
、
こ
の
戦
闘
に
お
い
て
も
武
衛
軍
が
重
要
な
働
き
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
元
史
』
巻
一
五
五
、
史
天
津
俸

に
よ
れ
ば
、

(
中
統
〉
二
年
夏
五
月
、
中
書
右
丞
相
を
奔
す
O
i---
秋
九
月
、
世
粗
の
阿
里
不
豆
町
を
親
征
す
る
に
庖
従
し
、
菅
木
土
の
地
に
次
す
。
丞
相

せ
ま

線
異
に
詔
し
て
右
軍
を
綿
い
し
め
、
天
津
に
左
軍
を
持
い
し
め
、
勢
を
合
せ
て
こ
れ
に
盛
り
た
れ
ば
、
阿
里
不
寄
敗
走
す
。

と
あ
り
、
中
書
右
丞
相
と
な
っ
て
い
た
史
天
津
は
、
こ
の
た
び
の
ア
リ
ク
日
プ
カ
と
の
戦
い
に
際
し
で
も
フ
ビ
ラ
イ
に
庖
従
し
て
い
た
。
そ
し

て
シ
ム
ル
ト
ゥ
に
お
い
て
フ
ピ
ラ
イ
は
線
員

D
包
止
ロ

替
に
攻
撃
を
し
か
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

に
右
軍
を
絡
い
さ
せ
、
史
天
津
に
左
箪
を
勝
い
さ
せ
、
力
を
合
せ
て
ア
リ

ク
u
プ
カ
陣
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ア
リ
ク
H

ブ
カ
は
支
え
切
れ
ず
敗
走
し
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
線
異
は
フ
ビ
ラ
イ
の
怯
酵
の
長
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
フ
ピ
ラ
イ
朝
末
か
ら
一成
宗
朝
の
右
丞
相
完
津

o
c
m仙
の
父
で
あ
る
が
、
『
静
軒
集
』
巻
三
、
丞
相
輿
元
忠
憲
王
碑
に
、

父
、
線
員
、
早
く
よ
り
漕
邸
に
侍
す
。
中
統
元
年
天
文
北
撃
す
。
不
虞
を
拝
禦
し
率
身
し
て
こ
れ
に
先
ん
ず
。
還
り
て
宣
徽
使
を
奔
す
。

四
年
、
中
書
右
丞
相
に
準
む
。

と
あ
り
、
早
く
か
ら
潜
邸
に
侍
し
て
御
膳
を
掌
っ
て
い
た
。

を
奔
し、

一
二
六

O
年
の
フ
ピ
ラ
イ
の
ア
リ
ク
日
ブ
カ
親
征
に
随
行
し
、
時
還
後
、
宣
徽
使

一
二
六
三
年
に
は
中
書
右
丞
相
に
進
ん
で
い
る
。
翌
一
二
六
四
年
ま
で
右
丞
相
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、
宣
徽
使
と
し
て
は
至
元
一
八

(
飢

)

一
一
一
八
一
年
ま
で
在
任
し
た
。
な
お
、
宣
徽
使
と
は
、
『
元
史
』
巻
八
七
、
百
官
志
に
、

265 
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宜
徽
院
、
秩
正
三
品
。
玉
食
を
供
す
る
を
掌
る
。
凡
そ
稲
梁
・
牲
牢

・
酒
醒

・
読
菓
・
庶
品
の
物
、
宗
戚
・
賓
客
を
燕
享
す
る
の
事
、
及

び
諸
王
の
宿
衛
・
怯
憐
口
の
糧
食
、
蒙
古
首
門
戸

・
千
戸
の
ま
さ
に
納
む
べ
き
差
護
、
係
官
の
抽
分
、
掌
畜
を
牧
養
し
、
歳
、
第
草
粟
寂
を

支
す
る
こ
と
、
羊
馬
の
債
値
、
闘
遣
を
牧
受
す
る
な
ど
の
事
、
向
食
・
山
間
都
知
・
向
醜
の
三
局
と
と
も
に
皆
こ
れ
に
隷
す
。
所
轄
の
内
外
の

司
属
、
用
人
は
則
ち
自
ら
選
を
な
す
。
至
元
十
五
年
、
院
使
一
員
を
置
く
:
:
:
皇
慶
元
年
、
院
使
三
員
に
増
す
。
始
め
て
怯
醇
丹
一
高
人

を
定
め
、
本
院
が
そ
の
給
授
を
掌
る
。

と
あ
る
宣
徽
院
の
長
官
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
宣
徽
院
の
職
掌
か
ら
判
断
す
る
と
宣
徴
院
の
長
官
宣
徽
使
と
は
怯
醇
の
長
官
の
ご
と
き
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
右
引
用
文
で
は
宣
徽
院
使
は
至
元
一
五
年
に
置
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
に
存

在
し
て
い
た
賓
健
に
そ
の
年
漢
風
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
線
員
は
、
こ
の
よ
う
な
重
職
に
園
初
の
二

0
年
開
、
君
臨
し
て
い
た

フ
ピ
ラ
イ
の
怯
醇
関
係
者
で
は
最
も
早
く
臣
下
と
し
て
の
最
高
の
ポ
ス
ト
中
書
右
丞
相
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、

(

引

出

)

六
三
年
に
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
が
回
戸
六
百
を
賜
わ
っ
て
い
る
。
な
お
フ
ビ
ラ
イ
の
怯
醇
闘
係
者
に
は
、
も
う
一
人
丞
相
に
擬
せ
ら
れ
る
有

(
担
〉

力
者
孟
速
思
冨

gm印

5
が
い
た
が
、
線
員
は
孟
速
思
よ
り
も
怯
醇
内
の
地
位
は
高
か
っ
た
。
『
金
華
黄
文
集
』
巻
四
三
、
馬
氏
世
譜
に
、

憲
宗
皇
帝
一
こ
れ
を
嘉
し
、
宿
衡
に
備
せ
し
む
。
中
統
元
年
、
丞
相
線
員

・
内
侍
蒙
速
速
、
世
組
皇
帝
に
白
馬
旬
に
て
引
見
せ
し
む
。

人
物
で
あ
る
。

し
か
も
、

一一一
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と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
以
上
の
諸
黙
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
線
異
が
フ
ピ
ラ
イ
の
怯
酵
の
長
官
で
あ
っ
た
と
す
る
私
の
考
え
で
ま
ち
が
い
あ
る

ま
い
。さ

て
、
こ
の
フ
ビ
ラ
イ
怯
醇
の
長
官
線
員
が
シ
ム
ル
ト
ゥ
の
戦
い
で
は
右
軍
を
賂
い
た
の
で
あ
る
。
線
員
は
言
う
ま
で
も
な
く
フ
ビ
ラ
イ
の

怯
醇
軍
を
統
轄
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

一方、

シ
ム
ル
ト
ゥ
の
戦
い
で
左
軍
を
賂
い
た
史
天
津
に
は
武
衡
軍
が
従
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

ち
な
み
に
武
衛
軍
〈
侍
衛
親
寧
)
に
は
中
統
二
年
に
侍
衡
親
軍
都
指
揮
使
な
る
軍
園
長
二
名
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
李
伯
祐
は

(
回
)

史
天
津
の
腹
臣
の
部
下
で
あ
り
、
他
の
一
人
董
文
痢
も
史
天
津
の
麿
下
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
お
さ
え
て
く
る
と
先
掲
の
史
天

津
俸
の
シ
ム
ル
ト
ゥ
の
役
に
闘
す
る
記
述
は
、
史
天
津
が
フ
ピ
ラ
イ
塵
下
の
全
軍
の
左
翼
、
線
員
が
右
翼
を
賂
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な



く
、
フ
ピ
ラ
イ
中
寧
の
中
援
を
構
成
す
る
怯
醇
と
武
衛
寧
か
ら
編
成
し
た
左
軍
を
史
天
津
が
、
右
軍
を
線
異
が
ひ
き
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
理
解
す
れ
ば
、
先
掲
の
尤
赤
台
停
の
停
え
る
フ
ピ
ラ
イ
軍
の
陣
容
、
ラ
シ
l
ド
の
停
え
る
陣
容
説
明
と
も
南
立
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
す
で
に
右
丞
相
と
な
っ
て
い
た
史
天
津
は
武
衛
軍
を
率
い
て
フ
ピ
ラ
イ
に
随
行
し
、
大
き
な
戦
績
を
残
し
た
の
で
あ
っ
た
。

す
で
に
ー大
汗
位
継
承
戦
争
の
勝
利
が
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
、

ア
リ
グ

u
プ
カ
の
全
面
降
服
を
翌
年
に
ひ
か
え
た
中
統
四
年
、
線
員
が
史

天
津
と
並
ん
で
右
丞
相
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
、の
瞳
制
は
翌
中
統
五
年
す
な
わ
ち
至
元
元
年
に
ま
で
及
ん
だ
。
武
衡
軍
の
統
率
者
史
天
津
と

フ
ピ
ラ
イ
の
怯
酵
の
統
卒
者
線
員
が
、

そ
れ
ぞ
れ
右
丞
相
を
占
め
て
い
る
す
が
た
は
、

フ
ピ
ラ
イ
政
権
が
そ
の
中
-央
中
援
の
軍
事
力
を
武
衛
寧

と
怯
醇
に
依
接
し
て
成
立
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
五
ょ
う
。

最
後
に
、
フ
ピ
ラ
イ
に
と
っ
て
シ
ム
ル
ト
ウ
『の
戦
闘
は
ア
リ
グ
H
プ
カ
戦
争
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
時
、
印
象
深
い
も
の
と
な
っ
た
。
彼
は

勝
利
を
感
謝
し
、
至
元
四
年
正
月
、
救
し
て
昔
木
土
山
を
封
じ
て
武
定
山
と
し
、
、
そ
の
紳
を
武
定
公
と
日
い
、
泉
を
霊
淵
と
し
、
そ
の
紳
を
璽

(

倒

)

淵
侯
と
臼
う
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
7
リ
ク
H

ブ
カ
が
投
降
し
、
園
家
が
安
定
し
て
か
ら
の
評
債
で
あ
っ

て、

シ
ム
ル
ト
ゥ
の
戦
い

ー 29一

の
直
後
の
フ
ピ
ラ
イ
に
勝
利
の
意
義
を
考
え
る
徐
裕
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ラ
シ
l
ド
に
よ
れ
ば
、
十
日
後
、

汗
の
遺
子
ア
ス
タ
イ
率
い
る
後
衛
寧
の
増
強
を
え
た
ア
リ
ク
H

プ
カ
は
フ
ピ
ラ
イ
軍
が
撤
退
し
た
の
を
知
っ
て
再
び
、
も
と
の
道
を
ひ
き
返

し
、
シ
ル
グ
イ
ル
ク
丘
陵
陀
近
い
エ
レ
ト
と
呼
ぶ
砂
漠
の
端
で
二
回
目
の
舎
戦
を
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
激
戦
の
の
ち
南
軍
と
も
に
勝
敗

〈
出
ω
)

な
く
退
却
し
た
の
で
あ
っ
た
。
フ
ピ
ラ
イ
は
シ
ム
ル
ト
ゥ
の
戦
い
の
あ
と
の
こ
の
曾
戦
で
勝
敗
が
つ
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
い
つ
再
び
ア
リ

ク
H

プ
カ
軍
に
上
都
開
卒
方
面
ま
で
攻
め
こ
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
緊
張
朕
態
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
『
元
史
』
一
巻
四
、
世
組
本
紀

に
は
、
シ
ム
ル
ト
ゥ
の
勝
利
の
記
事
犯
繍
い
て
フ
ピ
ラ
イ
が
ア
リ
ク

サ
プ

カ
に
射
す
る
警
戒
を
解
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
軍
国
配
置

の
記
事
が
見
え
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

モ
ン
ケ

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
、

フ
ビ
ラ
イ
が
ア
リ
ク
"
ブ
カ
に
備
え
る
た
め
に
布
い
た
軍
国
配
置
が
賞
に
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
『
元
史
』
巻
四
、

267 

世
組
本
紀
に
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〈
中
統
〉
二
年
:
:
:
十
一
月
:
:
:
美
酉
(
陽
暦
十
二
月
八
日
)
蒙
古
軍
を
分
け
て
こ
と
な
す
。
怯
烈
門
は
褒
省
に
従
い
て
居
庸
口
を
出
て
宣

徳

・
徳
輿
府
に
駐
せ
し
め
、

一間
懐
は
阿
忽
帯
に
従
い
、
古
北
口
を
出
で
奥
州
に
駐
せ
し
む
。
一
帝
は
親
し
く
諸
蔦
戸
漢
軍
及
び
武
衡
軍
を
牌

い
、
檀

・
順
州
よ
り
潮
河
川
に
駐
す
。

と
あ
る
。
ま
ず
蒙
古
軍
を
二
つ
に
分
け
、

モ
ン
ゴ
リ
ア
に
向
っ
て
左
翼
に
あ
た
る
部
隊
は

フ
ビ
ラ
イ
の
監
軍
と
思
わ
れ
る
断
事
官
褒
省
と
怯

烈
門
に
賂
い
さ
せ
て
宣
徳

・
徳
輿
に
駐
替
さ
せ
、
右
翼
に
あ
た
る
部
隊
は
、
同
じ
く
断
事
官
阿
忽
幣
と
一間
懐
に
時
間
い
さ
せ
て
輿
州
に
駐
管
さ
せ

(
鉛

)
る
。
中
寧
は
フ
ピ
ラ
イ
自
身
が
賂
い
て
左
翼
の
宣
徳

・
徳
輿
と
右
翼
の
奥
州
と
の
中
聞
に
あ
る
潮
河
川
に
駐
替
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
軍

は
寅
に
諸
高
戸
漢
軍
と
武
衡
箪
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
勿
論
、
中
軍
の
中
に
は
、
ほ
か
に
フ
ピ
ラ
イ
の
怯
醇
が
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
史
料
に
よ
っ
て
武
衛
軍
が
怯
醇
と
と
も
に
フ
ピ
ラ
イ
中
軍
の
中
核
を
構
成
し
て
い
た
と
い
う
私
の
見
解
が
裏
附
け
ら
れ
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
、

フ
ピ
ラ
イ
の
武
衛
軍

・
怯
醇
と
と
も
に
中
軍
を
構
成
し
て
い
た
諸
蔦
戸
漢
軍
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
右
引
用

記
事
の
直
前
に
出
て
く
る
以
下
の
七
高
戸
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
中
統
二
年
〉
十
月
:
:
:
壬
寅
〈
陽
暦
、

一
一
月
七
日
〉
、
事
州
の
張
柔
、
開
徳
の
邸
一決
、
雌
州
の
王
文
幹
、
水
草
解
成
、
張
祭
賞
、
東
卒
の

- 30ー

厳
忠
嗣
、
済
南
の
張
宏
七
高
戸
に
命
じ
て
所
部
の
兵
を
以
て
来
曾
せ
し
む
。

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
史
料
で
名
前
の
奉
が
っ
て
レ
る
七
寓
戸
は
、
第
三
輩
、
都
州
に
お
け
る
フ
ビ
ラ
イ
麿
下
軍
、

フ
ピ
ラ
イ
塵
下
の
漢
軍
の
所
で
取
り
摩
げ
た
フ
ビ
ラ
イ
麿
下
の
有
力
八
漢
人
世
侯
の
う
ち
の
七
漢
人
世
侯
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
東
卒
の
巌

氏
の
み
は
、
巌
忠
済
が
す
で
に
失
脚
し
て
い
た
の
で
弟
巌
忠
嗣
に
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
。
勿
論
、
巌
忠
嗣
も
省
内
戸
と
し
て
那
州
戦
に
参
加
し
て

い
た
。
那
州
の
役
に
参
加
し
て
い
た
有
力
漢
人
世
侯
で
こ
こ
に
名
前
の
見
え
な
い
の
は
、
員
定
の
史
氏
の
史
権
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
は
、

右
引
用
記
事
の
直
前
の
庚
子
(
陽
暦
、
二
月
五
日
)
の
僚
に
、

河
南
屯
田
蔦
戸
史
権
を
以
て
江
漢
大
都
督
と
な
し
奮
に
依
り
て
成
守
せ
し
む
。
又
鋭
卒
三
千
を
選
び
て
史
極
に
付
し
て
管
領
せ
し
め
、
燕

京
の
近
地
に
屯
駐
せ
し
む
。



と
あ
り
、
中
統
元
年
、
員
定
河
開
演
様
邪
務
衛
輝
等
州
路
井
木
烈
乱
軍
粂
屯
田
州
城
民
戸
沿
遁
鎮
守
諸
軍
縮
管
官
門
戸
を
授
け
ら
れ
、

r

所
属
の
蔦

(
目
別
〉

戸
・
千
戸
悉
く
に
競
令
す
る
権
力
を
輿
え
ら
れ
て
い
た
史
擢
は
、
在
漢
大
都
督
と
し
て
以
前
逼
り
南
宋
に
備
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

史
氏
一
族
の
史
植
は
鋭
卒
三
千
を
領
し
て
燕
京
の
近
地
に
屯
駐
し
燕
京
の
防
備
に
あ
た
っ
て
い
た
。

さ
て
以
上
の
知
見
を
加
え
て
フ
ピ
ラ
イ
の
軍
圏
配
置
を
も
う
一
度
整
理
し
て
み
る
と
、
左
翼
に
蒙
古
軍
を
配
置
す
る
。
右
翼
に
も
蒙
古
軍
を

配
置
す
る
。
プ
ビ
ラ
イ
の
中
軍
は
、
フ
ピ
ラ
イ
の
怯
醇
・
史
天
津
摩
下
の
武
衛
軍
、
フ
ビ
ラ
イ
の
那
州
の
役
に
一-参
加
し
た
漢
寧
の
三
者
に
よ
っ

て
構
成
す
る
。
燕
京
防
衛
と
南
宋
に
射
す
る
備
え
に
は
史
氏
一
族
を
率
い
る
箪
園
を
配
置
す
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
フ
ピ
ラ
イ
が

園
家
緊
急
め
際
に
と
っ
た
盟
制
な
の
で
あ
る
。
買
に
フ
ビ
ラ
イ
の
園
家
健
制
が
漢
人
に
大
き
く
依
存
し
た
韓
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と

示
し
て
い
る
1

.品.，、

お

わ

り十

I に

- 31ー

危
急
存
亡
の
際
の
園
家
桂
制
に
は
、
そ
の
権
力
の
本
質
・
構
造
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ピ
ラ
イ
は
一
二
六
一
年
ア
リ
ク
H

プ

カ
に
上
都
開
卒
府
ま
で
攻
め
こ
ま
れ
、
一
臆
撃
退
し
た
あ
と
、
防
衛
ラ
イ
ン
を
長
城
線
に
布
き
そ
ン
ゴ
リ
ア
に
劃
時
し
た
。
こ
の
時
、
フ
ビ
ラ

イ
の
と
っ
た
軍
国
配
置
は
塵
下
の
蒙
古
寧
を
二
つ
に
分
け
、
左
翼
蒙
古
軍
を
宣
徳
・
徳
輿
に
配
置
し
、
右
翼
蒙
古
軍
を
輿
州
に
配
置
す
る
。
フ

ビ
ラ
イ
自
ら
は
自
己
の
怯
醇
と
史
天
津
摩
下
の
武
衛
軍
主
部
一
州
の
役
に
お
い
て
フ
ビ
ラ
イ
塵
下
に
あ
っ
た
漢
軍
の
三
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た

中
軍
を
率
い
て
、
宣
徳
・
徳
輿
と
輿
洲
と
の
中
聞
に
位
置
す
る
潮
河
川
に
駐
楼
回
し
た
。
そ
し
て
背
後
の
燕
京
防
衛
と
南
の
南
宋
に
劃
す
る
備
え

の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
史
天
淳
一
族
率
い
る
軍
国
を
配
置
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
ユ遊
牧
園
家
に
お
い
て
は
、
圏
家
睦
制
と
は
、
郎
、
軍
事
健
制
で

〈∞∞)

あ
り
、
軍
事
腫
制
イ
コ
ー
ル
園
家
鐙
制
の
繁
化
形
、
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
軍
圏
配
置
こ
そ
漢
軍
勢
力
に
大
き
く
依
存
し
た
成
立
嘗

初
の
フ
ピ
ラ
イ
園
家
鏡
制
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

269 

i

結
局
、

フ
ピ
ラ
イ
は
、
自
ら
の
怯
醇
・
史
天
津
率
い
る
武
衛
寧
、
部
州
の
役
で
自
己
'の
麿
下
に
あ
っ
た
漢
軍
を
自
ら
の
権
力
の
最
後
の
擦
り
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所
と
し
て
自
分
自
身
の
手
の
中
に
掌
握
し
危
機
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
論
に
お
け
る
考
察
に
よ
っ
て
史
天
津
が
フ
ピ
ラ
イ
政
権
成
立
に
い
か
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
彼
は

一
二
六

O
年、

フ
ビ
ラ
イ
の
カ
ラ
コ
ル
ム
親
征
に
庖
従
し
蹄
還
し
た
直
後
の
中
統
二
年
(
一
二
六
一
〉
、
人
臣
と
し
て
最
高
の
右
丞
相
に
任
命
さ

れ
、
そ
れ
以
来
、
至
元
四
年
ま
で
六
年
間
右
丞
相
の
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
至
元
四
年
か
ら
六
年
ま
で
は
安
童
右
丞
相
、
史
天
津
左
丞
相
と

い
う
鐙
制
が
と
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
バ

l
ト
ル
の
長
子
安
重
が
右
丞
相
に
就
任
し
た
時
、
彼
は
弱
冠
二
十
歳
で
あ
っ
た
の
に
射
し
、
史
天
津

は
六
六
歳
で
あ
っ
た
。
雨
者
の
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
も
事
賞
上
の
嘗
園
の
責
任
者
は
史
天
津
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
っ

ハ的〉

ま
り
史
天
津
の
宰
相
時
代
は
合
計
九
年
間
繍
い
た
わ
け
で
あ
る
。
元
朝
百
年
の
中
園
支
配
の
最
初
の
九
年
聞
で
あ
る
。
史
天
津
が
か
く
の
如
く

重
用
さ
れ
た
理
由
が
、
本
論
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
元
史
』
巻
一
五
五
、
史
天
津
俸
に

(
中
統
〉
二
年
夏
五
月
、
中
書
右
丞
相
を
奔
す
。
天
津
既
に
政
を
乗
り
、
九
そ
前
に
一
言
う
所
の
治
園
安
民
の
術
、
女
第
に
暴
行
せ
ざ
る
な

し
。
又
、
省
規
十
僚
を
定
め
、
以
て
庶
務
を
正
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
史
天
津
は
宰
相
嘗
園
の
問
、
元
朝
の
支
配
韓
制
を
寅
際
に
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
『
園
朝
名
臣
事

か

ぞ

た

略
』
巻
七
、
丞
相
史
忠
武
王
の
僚
、
所
引
の
行
肢
の
言
う
ご
と
く
、

「
天
下
陰
か
に
そ
の
(
史
天
津
の
)
賜
を
受
け
る
こ
と
計
う
に
勝
う
べ
か
ら

ず。
」
で
る
っ
た
の
で
あ
る
。

註(
1
〉
『
元
史
』
程
二
九
、
木
華
動
燃
停
、
一
筋
突
魯
の
係
。

(

2

)

杉
山
正
明

「
フ
ピ
ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
家
l
l
j
那
州
の
役
前
後
再

論
|
|
」
『
東
方
察
報
京
都
』
五
四
鋭
、
一
九
八
二
年
一
一
一
月
。

(
3
)

井
戸
一
公
「
元
朝
侍
衛
親
軍
の
成
立
」
『
九
州
大
暴
東
洋
史
論
集
』

一
O
鋭
、
一
九
八
二
年
三
月
、
四
九
頁
。
同
氏
「
元
代
侍
街
親
軍
の
諸
衡

に
つ
い
て

」
『
九
州
大
皐
東
洋
史
論
集
』
一
一

一鋭
、
一
九
八
三
年
一
一
月
。

- 32ー

(
4〉
同
・
〉
・
国
々
-0
・
均
給
与
民
A
N
N
a
N
U問
司
¥
叫
3
F向

h
N
h
n
R
2
0
3

ミ，
c
s
h
Fな

』

2
5・
可
・
一
『・
〉
・
回
O
M
L
0
・
。
白
岡
ロ
ゲ
円
一
品
開
0
・

3
3・同
Y

N
旧日・

(

5

)

『
元
史
』
巻
三
、
憲
宗
本
紀
。

(

6

)

『
元
史
』
巻
九
九
、
兵
志
。
『
元
文
類
』
袋
三
ニ
、
太
師
洪
陽
忠
武
王

碑
。
村
上
正
二
誇
注
『
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
』

3
、
卒
凡
社
、
一
九
七
六
年
、

四
O
頁
l
四
一
頁
、
六
四
頁
、
二
八
七
頁
l
二
八
八
頁
、
三
五
ニ
頁
。

ハ7
〉
村
上
、
前
掲
書
、
四
五
頁
、
六
六
頁
。
『
一
冗
史
』
巻
二
ハ
九
、
買
昔
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刺
俸
は
、
ナ
ヤ
ン
の
鋭
の
時
、
戦
場
で
汗
を
守
護
す
る
怯
欝
の
す
が
た
を

俸
え
て
い
る
。

(
8
)

拙
稿
「
ア
リ
ク
H

プ
カ
験
争
と
在
民
一
族
」
(
近
刊
〉

(

9

)

杉
山
正
明
「
モ
ン
ゴ
ル
帯
園
の
原
像
|
|
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
一
族

分
封
を
め
ぐ
っ
て

1
i」
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
七
倉
一
続
、
一
九
七
八

年
六
月
。

(ω)
切
O
M
L
0・
同

y
N
NAF
・

(
U
〉
杉
山
、
註
ハ
2
〉
論
文
、
二
五
九
頁
l
二
六

O
頁。

〈
ロ
)
同
右
、
二
八
三
頁
。

(刊
日
)
『
至
正
集
』
巻
四
七
、
有
元
札
技
爾
氏
三
世
功
臣
碑
銘
。
『
元
史
』

巻

二
三
、
奥
魯
赤
停
。

(
U
)
E周
囲
同
，
書
泊
国
民

H
C
a
ロ
吉
田
嗣
2
D目
g
P
4
2冨
同
何
回
同

g
F
8
F
F

回
目
唱
四
国
口
同
口
同
由
一司
口
同
日
目
。
M
H
D
帽
。
。
・
国
・
。
属
国
恒
国
O
回

o
p
同
恒
国
園
田
d
m
v国
同
国
国
・
同
-

E
E冨
g
g
固
。
・
同

-
C
E富
g
c
p
宮
壱

E
E
昌
0
8・
h
r
h
p・
。
富
由

民

Dg-
出
向

oa罰

p
g
g・
害

-Nミ
l
N芯
・
本
田
寅
信
「
チ
ン
ギ
ス
・

ハ

γ
の
千
戸
|
|
『
元
朝
秘
史
匝
と
ラ
シ
ー
ド
『
集
史
』
と
の
比
較
を
-逼

じ
て
|

|
」
『
史
皐
雑
誌
』
第
六
二
一
編
入
説
、
一
九
五
三
年
八
月
。

(時
)
『
元
史
』
巻
二
七
、
別
星
古
台
俸
。
巻
一
一
九
、
木
華
察
俸
。
『
元

文
類
』
巻
三
二
、
尉
馬
高
唐
忠
憲
王
碑
。
各
二
四
、
丞
相
准
安
忠
武
王

碑
。
『
元
史
』
巻
二
一
二
、
恰
散
納
俸
。
巻
二
二
六
、
川
市
刺
恰
孫
停
。
『
元

文
類
』
巻
二
五
、
丞
相
順
徳
忠
献
玉
砕
。

(

Mm

)

『
元
史
』
倉
一
一
一
九
、
紐
務
停
。

(
げ
)
『
元
史
』
巻
一
二
二
、
巴
而
北
阿
而
式
的
斤
俸
。

(
路
〉
『
元
史
』
巻
一
一
一

O
、
札
八
見
火
者
俸
。
巻
一
五

O
、
耶
律
阿
海
停
。

巻
二
一
五
、

'饗
典
赤
贈
思
丁
簿
。

(ω)
『
元
史
』
倉
一
四
九
、
劉
伯
林
俸
。
昌
刷
右
金
石
録
』
巻
五
、
在
忠
烈

公
紳
道
碑

1-E
忠
譲
公
紳
道
碑
。
『
元
史
』
倉
一
四
九
、
耶
律
禿
花
俸
。

巻
一
五

O
、
李
守
賢
俸
。

(
却
)
『
圭
清
文
集
』
巻
二
、
高
昌
僕
家
俸
。

〈
幻
)
『
元
史
』
巻
二
三
六
、
阿
沙
不
花
俸
。

(
詑
〉
註
〈
8
〉
論
文
。

(
お
)
『
園
朝
名
臣
事
略
』
巻
七
、
卒
葦
簾
文
正
王
。
『
元
史
』
巻
一
五
五
、

在
惟
正
簿
。
『
危
太
撲
繍
集
』
巻
二
、
故
翰
林
皐
土
承
旨
資
善
大
夫
耶
律

公
神
道
碑
。

(
M〉
切

C
U
L
m
-
M
M
-
N
N
A
P
-

〈
お
)

『
元
史
』
巻
四
、
世
組
本
紀
。
歳
己
未
十
一
月
の
傑
J

(
お
)
杉
山
、
註
(

2

)

論
文
、

参
照
。

(
幻
)
回
0
1
0
・
M
M
-
N
h
・

(
叩
泊
)
杉
〆山
、
註
(
2
)

論
交
、
一

e

一
八
九
頁
。

(
鈎
〉
同
右
、

二
九

O
頁
。

(ω
〉
同
右
、
二
九
四
頁
。

(
川
副
〉
宮
崎
市
定
「
四
割
州
之
役
前
後
」
『
内
藤
博
士
頭
蕎
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、

一
九
三

O
年
。
の
ち
同
氏
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
一
、
同
朋
舎
、
一
九
五

七
年
、
に
再
録
。
杉
山
、
註
(

2

)

論
文
。

(
沼
)
『
陵
川
集
』
巻
コ
一
二
、
東
師
議
、
「
関
貧
精
勇
別
信
用

一
軍
震
帳
下
之

卒
、
血
争老
成
知
兵
者
停
魚
崎
柑
帥
、
更
直
宿
衛
以
備
不
虞
。
」

(
お
)
『
陵
川
集
』
径
三
二
、
便
宜
新
政
、
「
先
皇
一帝一
有
備
、
昔
刺
木
無
備
。

故
掩
而
取
之
。
至
子
他
日
無
虞
京
師
宿
衛
之
兵
亦
蛍
留
教
官
問
。
況
非
卒
日

之
勢
号
。
」

(
担
〉
杉
山
、
註
(
2
〉
論
文
、
二
八
二
頁

i
二
八
四
頁
。

- 33ー
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(
お
)
『
元
史
』
巻
一
四
七
、
張
柔
停
。

(
お
)
『
一
充
史
』
巻
一
一
一

O
、
宵
乃
台
体
、
抹
冗
答
児
の
候
。

(
幻
〉
『
元
史
』
各
二
九
、
木
筆
祭
出
降
、
乃
燕
の
僚
に
、
モ
ン
ケ
汗
が
忽

林
池
は
柔
弱
で
王
昏
に
勝
え
な
い
と
評
し
た
言
葉
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

(
お
〉
『
元
史
』
巻
二
九
、
木
牽
察
俸
に
「
一
筋
突
魯
、
従
世
租
征
伐
、
震

先
鋒
元
帥
、
累
立
戦
功
O
i
-
-
己
未
秋
、
命
誠
突
魯
率
諸
軍
由
奈
伐
宋
。
」

と
る
る
。

(
鈎
)
『
元
史
』
巻

一
一
一
九
、
阿
刺
写
俸
。
巻
一
二
三
、
紹
古
見
俸
。
径
一

ニ
O
、
抹
冗
答
児
停
。
巻
一
三
市
出
、
和
向
俸
。
巻
二
一
五
、
忽
林
失
停
。

倉
一
二
三
、
塔
不
己
完
惇
。
巻
一
三
て
完
者
都
即
時
。
各
二
三
ニ
、
完
者

放
都
停
。
巻
一
二
三
、
苫
徹
抜
都
児
停
。
巻
二
ニ
一
、
奔
降
侮
。

(

机

叫

〉

回

。

1
0
・
H
Y
M
N由
・

(
H
U
)

『
元
史
』
巻
一
一
八
、
特
醇
稗
俸
。
杉
山
、
註
(
2
〉
論
文
、
二
八
四

頁
。

〈
必
)
『
金
華
黄
文
集
』
巻
三
五
、
上
都
新
軍
管
軍
千
戸
爽
谷
公
墓
誌
銘
に

「
世
組
皇
帝
嗣
登
大
賀
、
召
入
屋
従
、
賜
璽
書
、
停
持
以
宣
議
、
有
能
不

衆
来
由
帥
者
賞
酬
以
爵
様
。
」
と
あ
る
。
ほ
か
に
『
元
史
』
巻
一
一
-
一
四
、
昔

遊
体
、
参
照
。

(
必
〉
岡
田
英
弘
「
大
元
一
帝
園
」
、
紳
田
信
夫
・
護
雅
夫
編
『
北
ア
ジ
ア
史
』

山
川
出
版
社
、

一
九
八
一
年
、
第
四
章
第
三
節
。

〈
必
〉
同
前
書
、
一
六
九
頁
。

(
必
)
『
元
史
』
巻
=
二
ハ
、
安
室
停
。

(
組
問
〉
『
元
史
』
倉
一
四
八
、
厳
貧
停
。
倉
一
四
七
、
張
柔
惇
。
巻
一
四
七
、

史
天
侃
俸
。
巻
一
五
て
邸
順
停
。
巻
一
五
二
、
王
珍
俸
。
『
程
雲
棲
文

集
』
各
二
ハ
、
済
南
公
世
徳
碑
。
『
元
史
』
倉
一
六
五
、
解
誠
俸
。
径
一

六
六
、
張
祭
賞
俸
。

(
円
引
)
『
元
史
』
倉
一
五
六
、
董
文
柄
俸
。

(
必
〉
『
元
史
』
巻
一
四
八
、
般
質
停
。
巻
一
五
一
、
越
天
錫
停
。
巻
一
五

二
、
張
E
日
亨
俸
d

巻
一
五

O
、
何
伯
鮮
停
。
巻
二
ハ
六
、
輩
彦
障
停
。

『
牧
奄
集
』
単
位
一
九
、
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
季
公
紳
道
碑
。
『
滋
渓
文
稿
』

巻
一
五
、
樟
州
新
軍
高
戸
府
副
寓
戸
越
公
神
道
碑
銘
。
『
元
史
』
倉
一
五

二
、
劉
斌
停
。
『
斉
東
勝
士
山
』
巻
六
、
済
南
路
行
軍
馬
首
門
戸
侯
紳
道
碑
。

『
元
史
』
袋
二
ハ
六
、
孟
徳
停
。
巻
一
六
五
、
朱
園
賓
俸
。
『
静
軒
集
』
品
位

五
、
沿
海
上
高
戸
窓
会
神
道
碑
銘
。

(
必
〉
『
園
靭
名
臣
事
略
』
巻
七
、
丞
相
史
忠
武
主
。

(
印
)
『
元
史
』
巻
一
三
寸
宰
相
年
表
。

(
包
牧
野
修
二
「
十
道
宣
撫
司

l
lフ
ピ
ラ
イ
政
権
集
権
の
布
石
と
し
て

|
|
」
『
東
洋
史
皐
』
二
八
、
一
九
六
五
年
。

(
臼
)
『
元
史
』
巻
一
五
回
、
謁
只
星
停
、
「
李
斑
卒
、
朝
議
選
宿
衛
之
土
監

漢
軍
、
謁
只
塁
側
虎
符
、
監
軍
於
枇
陽
。
」

(
臼
)
『
牧
奄
集
』
巻
二
四
、
露
公
神
道
碑
、
「
太
宗
之
八
年
丙
甲
、
州
豚
守

令
上
皆
置
監
。
」

〈
臼
〉
『
元
史
』
巻
一
一
一
一
四
、
土
日
班
停
。

〈
閉
山
〉
『
元
史
』
巻
一
一
一
五
、
布
魯
海
牙
停
、
「
世
租
即
位
、
揮
信
臣
室
撫
十

道。」

(
印
)
杉
山
、
註
(
2
〉
論
文
、
二
九
九
頁
。

(

貯

)

切

0
1♂
同
y
N
h
p

(
同
叫
〉
杉
山
、
註
(
2
〉
論
文
、
二
九
五
頁
。

(
印
〉
『
元
選
)
径
五
八
、
地
理
士
山
、
「
上
都
路
、
唐
策
集
・
契
丹
地
。
金
卒

契
丹
、
置
恒
州
。
元
-
初
篤
札
刺
児
部
、
冗
魯
郡
主
管
幕
地
。
憲
宗
五
年
、
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命
世
租
居
其
地
、
震
E
銭
。
」
ま
た
、
中
統
二
年
三
月
こ
の
地
を
訪
ね
た

王
惇
は
「
沙
草
続
茂
、
極
利
畜
牧
、
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
『
秋
澗
文
集
』

巻
八

O
、
中
堂
事
記
。
)

(印〉

P
H
g
r
g
p
ε
H，ro
〉
nnog-oロ
O

問。zr日

E
C凡田ロ
J

U
「

Dロ門口曲目

。
同
任
。
〉
口
四
円
。
ー
呂

smo--回ロ
ω
S
E
w
s
-
ロ・

sa-

(
臼
)
『
元
文
類
』
各
五
九
、
湖
康
行
省
左
丞
相
紳
道
碑
、
「
勧
進
之
初
、
諸

侯
王
議
未
一
。
惟
一
王
閥
察
耳
嘗
有
書
。
脅
忘
其
誰
在
也
。
顧
左
右
問
。

公
日
、
臣
所
有
之
書
。
出
而
決
爾
事
。
皆
甚
合
旨
。
」

(
臼
〉
『
元
史
』
各
三
二
、
冗
良
恰
台
の
停
記
に
よ
れ
ば
、
ウ
リ
ャ
ン
ハ

タ
イ
は
フ
~ヒ
ラ
イ
の
雲
南
経
略
目
阜
の
軍
事
を
総
督
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
『
元
史
』
巻
二
ハ
九
、
賀
仁
傑
俸
、
『
牧
奄
集
』
巻
一
七
、
賀

公
一
柳
道
碍
に
よ
る
と
、
献
金
問
題
に
関
し
て
、
フ
ピ
ラ
イ
寧
の
「
軍
帥
」

「
主
将
」
が
フ
ピ
ラ
イ
に
よ
っ
て
死
刑
に
さ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
人

物
が
「
動
蓄
」
「
開
園
世
胃
」
で
あ
っ
た
た
め
に
死
刑
を
菟
れ
た
と
あ
る
。

細
か
い
考
詮
は
省
く
が
、
こ
の
軍
帥
は
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
考
え
る
。

(
臼
〉
ジ
ャ
ク
ソ
ソ
、
註
(
印
)
論
文
。

(

臼

〉

回

ar--当
-
N
S
I
N
g
-

(同
W)MVEEBphlh同国
H
2
8
E屑
8
4
0
目。
o
p，
叶
富
岡
ぃ富
国
毘
ロ
8
5
p

民間百自国口同ロロ由一司口同国ロ
g
g
p
h
r・
M
円

S
F吋活。回世・】

U

但し
R
M
H
恒
民
国
両
国
同
咽
固
居
中

g
恒
星
回
目
司
会
-
k
p
-
k
p
・

2
5
5
g、
医

D
g
g
-
s
s
-
署
-HONIHS-

(印
)
『
元
史
』
巻
一
七
三
、
業
李
停
、
「
是
時
、
乃
顔
叛
北
港
、
詔
李
庭
出

師
討
之
、
而
勝
校
多
用
園
人
、
或
其
親
躍
、
立
馬
相
郷
語
、
杭
四
梓
依
不

戦
、
法
巡
退
倒
。
帯
患
之
。
李
密
啓
日
、
:
:
:
臣
請
用
漢
軍
列
前
歩
戦
、

市
聯
大
車
断
其
後
、
以
一
不
死
闘
。
彼
嘗
玩
我
、
必
不
設
備
、
設
以
大
衆
踏

之
、
無
不
勝
失
。
帯
以
其
謀
議
終
帥
、
師
果
奏
援
。
」

〈m
w
)

『
元
史
』
巻
一
五
九
、
商
挺
体
。

(
同
山
〉
『
元
史
』
径
一
一
九
、
木
華
繁
俸
、
覇
突
魯
の
係
。
巻
一
四
七
、
張

柔
俸
。

〈
印
)
井
戸
、
註
(
3〉
論
文
。
粛
啓
慶
、
「
一
克
代
的
宿
衛
制
度
」
『
港
政
研
究

所
報
』
第
四
期
、
一
九
七
三
年
、
六
七
頁
。

(
叩
)
井
戸
、
註
(
3〉
論
文
。
董
文
蔚
・
張
立
・
張
泰
亨
・
王
仲
仁
・
節

温
・
玉
音
刺
・
醇
軍
勝
の
停
記
史
料
参
照
。

〈
包
囲
村
寅
造
「
ア
リ
ク
プ
カ
の
鋭
に
つ
い
て
|
l
モ
ン
ゴ
ル
帯
園
か
ら

元
朝
へ
|
|
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
一
四
巻
三
鋭
、
一
九
五
五
年
。
同
氏
、

『
中
園
征
服
王
朝
の
研
究
』
中
、
一
九
七
一
年
、
所
牧
。

(
均
)
『
元
史
』
巻
一
五
五
、
史
天
津
停
。

(
旬
〉
『
元
史
』
各
四
、
世
租
本
紀
。

(
叫
)
同
右
。

(
符
〉
田
村
、
註
(
行
〉
論
文
。
杉
山
、
註
(

2

)

論
文
。

(
符
〉
『
秋
澗
文
集
』
巻
八

O
、
中
堂
事
記
、
中
統
二
年
正
月
十
日
の
篠
。

(
作
)
『
秋
澗
文
集
』
巻
百
、
張
徳
輝
の
紀
行
に
「
北
語
云
翁
陸
連
、
漢
言

騒
嗣
河
也
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
口
北
三
聴
志
』
巻
二
二
、
所
引
、
嶺
北

紀
行
で
は
「
櫨
胸
河
」
に
作
る
。
ま
た
『
程
雲
楼
文
集
』
巻
七
、
信
都
常

忠
捺
王
神
道
碑
に
「
憲
宗
二
年
夏
、
舎
諸
侯
王
子
纏
駒
河
之
上
。
」
と
あ

る。

(
相
川
〉
回
。
可

-o・
s
-
N印

印

l
N
8・

(
m
m
)

切
0
1
0・
司
-
M印
白
・

(
加
)
『
元
文
類
』
各
三
二
、
太
師
浜
陽
忠
武
王
碑
、
「
至
元
十
七
年
、
長
一

怯
降
。
明
年
、
詔
目
、
月
赤
察
見
乗
心
忠
寅
執
事
敬
慣
、
知
無
不
言
、
言
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無
不
登
。
瞬
暢
朝
章
、
用
机
稽
旨
。
不
可
以
其
年
小
而
遅
其
官
。
可
代
線

異
篤
宣
徽
使
。
制
下
、
階
正
議
大
夫
、
粂
領
倫
謄
院
・
光
旅
寺
。
」

(
別
)
『
元
史
』
巻
五
、
世
組
本
紀
、
中
統
四
年
六
月
戊
午
の
脇
田
。

〈
回
〉
『
元
史
』
巻
一
一
一
四
、
孟
速
恩
体
。
『
程
雲
棲
文
集
』
巻
七
、
武
都
忠

節
王
神
道
碑
。

(
回
)
井
戸
、
註
(

3

)

論
文
。

(
倒
〉
『
元
史
』
品
位
六
、
世
組
本
紀
。
な
お
、
こ
の
武
定
山
が
ア
リ
ク
ヘ
フ
カ

と
の
激
戦
の
行
わ
れ
た
シ
ム
ル
ト
?
で
あ
る
こ
と
は
、
『
元
史
』
巻
一
五

六
、
董
士
元
俸
に
「
中
統
初
、
文
蔚
入
典
禁
兵
、
土
元
以
世
家
子
選
供
奉

内
班
、
従
車
相
馬
巡
狩
北
方
、
嘗
預
武
定
山
之
役
。
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り

確
認
で
き
る
。

(
出
〉
回
0
1
0
・
苫
・
自
由
、，t
N
勾・

(部〉

『
秋
澗
文
集
』
巻
八

O
、
中
堂
事
記
。

(
釘
)
『
元
史
』
倉
一
四
七
、
史
天
侃
停
、
史
権
の
候
。

(
∞
∞
)
杉
山
、
註
(

9

)

論
文
、
二
八
頁

i
ニ
九
頁
。

(
的
)
史
天
津
は
、
こ
の
後
も
卒
章
軍
園
重
事
と
し
て
重
職
に
あ
っ
た
。
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THE FORMATION OF KHUBILAI'S POWER AND THE

　　　

CHINESE ＴＲＯＯＰＳ漢軍UNDERHIS RULE

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ikeuchi Isao

　　

In times of utmost emergency, the foundation as well as the structure

of the power of the state organization tend to be exposed. Thus when

Arik-buqa in 1261 had attacked Khubilai and invaded China as far as the

Kaiping開平district of Shangdu 上都, he repelled Arik-buqa and established

his defense line along the Great Wall, stillconfronting his Mongolian rival.

1n the military governed state then set up by Khubilai, the Mongolian

troops were divided into two sections : the left wing was stationed in

Xuande宣徳and Dexing徳興, the right wing in χingzhou 興州. Khubilai's

personal troops 怯醇, the guards under the command of Shi Tianze 史天

滓, as well as the Chinese troops stationed in Ｅｚhoｕ那州under Khubilai's

leadership ■were taken together to form the central unit. As such they

came to be positioned in the center area between χuande, Deχing, and

Xingzhou, near the river Chao 潮. Moreover troops under the command

of Shi Tianze's family were stationed for the defense of Yanjing 燕

京in the background as well as on the border to confront the Southern

Song｡

　　

Assuming that the orginial state organization of the nomad Mongol

tribes, i.e., the military form of government, was gradually altered to ａ

stabile national form of state organization, the firststeps taken by Khubilai

establishing his power by stationing troops and especially relying heavily

on Chinese military have to be considered very enlightening.

THE INSURRECTION OF JINDANDAO 金丹道

　　　　　　　

IN JEHOL IN 1891

　　　　　　　　　　　　　　　

Sato Kimihiko

The 1891 insurrection of religioussocietiescentering around the ideas

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


